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    ◎開会の宣告 
〇議長（石神忠信君） 定足数に達しておりますので、本日は休日休会の日ではございま

すが、町民に開かれた議会を目指し、特に会議を開きます。 
 ただいまから平成２１年第４回中頓別町議会定例会を開会いたします。 

（午前１０時００分） 
 
    ◎開議の宣告 
〇議長（石神忠信君） 直ちに本日の会議を開きます。 
 本日の議事日程につきましては、お手元に配付した議事日程第１号のとおりです。 
 
    ◎会議録署名議員の指名 
〇議長（石神忠信君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 
 会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、議長において３番、東海林さん、

４番、村山さんを指名します。 
 
    ◎議会運営委員会報告 
〇議長（石神忠信君） 日程第２、議会運営委員会報告を行います。 
 議会運営委員長の報告を求めます。 
 星川さん。 
〇議会運営委員長（星川三喜男君） おはようございます。議会運営委員会報告、１２月

１３日。 
 平成２１年第４回中頓別町議会定例会の運営に関し、１１月１６日、１２月４日に議会

運営委員会を開催したので、その内容を報告いたします。 
 １、会期について、本定例会の会期は、本日１２月１３日から１２月１５日までの３日

間とする。なお、会議に付された事件がすべて終了した場合は、会議規則第７条の規定に

より、会期を残し閉会とする。 
 ２、本日の議事日程については、日程第１号のとおりであり、一般質問終了後散会とす

る。町長提出議案については、２日目の議事日程とする。 
 ３、一般質問について、通告期限内に通告した者は４議員である。 
 ４、郵送陳情１件については、全議員に写しを送付する措置がとられた。 
 ５、議案番号の一連番号化についてです。長側と協議の結果、平成２２年１月から議案

種別ごとに提出者において一連番号を付すことになった。議員及び委員会提出議案等にお

いても暦年ごとに一連番号を付す方式とし、これまでの会議ごとの議案番号方式を改める

ものとする。 
 以上で議会運営委員会報告を終わります。 
〇議長（石神忠信君） これにて議会運営委員会報告は終了しました。 
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    ◎会期の決定 
〇議長（石神忠信君） 日程第３、会期の決定の件を議題とします。 
 お諮りします。本定例会の会期は、議会運営委員会報告のとおり、本日１２月１３日か

ら１２月１５日までの３日間にしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 
（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石神忠信君） ご異議なしと認めます。 
 よって、本定例会の会期は本日１２月１３日から１２月１５日までの３日間とすること

に決しました。 
 
    ◎諸般の報告 
〇議長（石神忠信君） 日程第４、諸般の報告を行います。 
 議長の一般報告につきましては、お手元に配付の一覧表のとおりですので、ごらんの上、

ご了承願います。 
 所管事務調査報告は、常任委員長からいたさせます。 
 柳澤さん。 
〇いきいきふるさと常任委員長（柳澤雅宏君） 今回の所管事務調査報告に関しましては、

鍾乳洞の利活用について、それからそうや自然学校の運営について、環境基本計画につい

て、それから国保病院の運営についての４点を報告させていただきます。 
 それでは、報告いたします。 
 平成２１年１２月１３日、中頓別町議会議長、石神忠信様。 
 いきいきふるさと常任委員会委員長、柳澤雅宏。 
 所管事務調査報告書。 
 本委員会は、所管事務調査を実施したので、その結果を次のとおり報告します。 
 １、調査事項、鍾乳洞の利活用について。 
 調査の方法、資料による説明聴取。 
 調査の期間、平成２１年１１月２５日。 
 場所、議場。 
 調査の結果、本委員会は、中頓別鍾乳洞の有料化と今後の利活用についてこれまでの検

討状況を調査した結果、次のとおり意見の集約をみた。 
 【意見】 
 中頓別鍾乳洞の利活用に関しては、「中頓別鍾乳洞自然ふれあい公園利活用検討委員

会」（桜田守委員長・平成２１年１月２２日設置）に諮問され、５回の委員会を経た後、

９月１５日に報告書が提出されている。諮問事項は、（１）、公園の有料化について、

（２）、有料化に向けて必要な事項について、（３）、その他利活用を高めるために必要

な事項についての三点である。報告を受けて町では、券売機方式による有料化（大人２０
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０円）の方針を打ち出したほか、入場者数の減を危惧し、案内人（ボランティアガイド）

の配置や特産品販売などによる魅力化、付加価値性の向上と費用対効果のバランスにも配

慮した結論を導き出しているが、実施時期は明示されていない。 
 本委員会では、地質学的に貴重な鍾乳洞や尻無川周辺の砂金地層、その採取跡を組み合

わせたジオパーク登録に単なる「洞窟観光」からの脱却の可能性を見出している。また、

稀少な動植物群の宝庫を保護・保全するための管理体制の強化もあわせて求めるものであ

る。有料化は早期に実現すべきであるが、管理棟や散策路の魅力化を図り、利用者が納得

するレベルのサービスを提供することが前提である。 
 続きまして、そうや自然学校の運営について報告いたします。 
 調査の方法、資料による説明聴取。 
 調査の期間、平成２１年１１月２５日。 
 場所、議場。 
 調査の結果、本委員会は、そうや自然学校の今年度（試行期間）の利用状況と来年度以

降の運営計画を中心に調査した結果、次のとおり意見の集約をみた。 
 【意見】 
 そうや自然学校の今年度（４月～１１月中旬まで）の利用者総数は１，０５４名である。

平成２２年度は、利用者２，５００名、宿泊数は３００泊（コテージ、温泉利用含む）を

めざしている。宿泊料は、施設職員が指導を行わない場合で大人１，２００円、高校生８

００円、小・中学生７００円、幼児以下無料と計画されているが、収支予想は支出１，９

９９千円に対し、収入は８８５千円であり、現段階で倍以上の開きが生じている。また、

道教委派遣の社教主事が事実上スタッフとして加わっているが、派遣期間が切れる平成２

３年度以降の人的手当てに係る財源見通しは示されていない。 
 本委員会は、これまでの試行期間を俯瞰して同校の将来性に不安を感じており、今後集

客の軸足をどこに置くべきかめざすべき運営理念、十年単位の長期的なビジョンの確立が

急務と考える。 
 続きまして、環境基本計画について報告いたします。 
 調査の方法、所管担当者からの説明聴取。 
 調査の期間、平成２１年１１月２５日。 
 場所、議場。 
 調査の結果、本委員会は、環境基本計画の進捗状況について所管担当者から説明を受け、

次のとおり意見の集約をみた。 
 【意見】 
 環境基本条例は、第１回定例会において制定され、その後第３回定例会において町長提

案により一部改正がなされた本町の基幹条例である。条例の施行に合せ、本町の環境施策

は着実に実施されなければならないが、その青写真となる環境基本計画の策定は手つかず

のままであった。その原因の一つに、所管課における事務処理能力のオーバーフローが上
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げられる。こうした停滞理由により本町の環境政策が有名無実化することは誠に遺憾であ

る。早急に実効性のある環境基本計画の策定が必要であり、そのためには所管事務の見直

し、再編も検討されたい。 
 続きまして、国保病院の運営について報告いたします。 
 調査の方法、資料による説明聴取。 
 調査の期間、平成２１年１１月２５日。 
 場所、議場。 
 調査の結果、本委員会は、国保病院の運営に関し、医師給与のあり方、経営収支の見通

しなどについて調査した結果、次のとおり意見の集約をみた。 
 【意見】 
 国保病院の現在の常勤医師数は、院長及び医長の２名であるが、本年度末をもって派遣

医である医長が任期切れを迎える。長側では、現状の医療体制を維持するために後任の医

師を採用する意向であり、その際医師給与が管内４町村の中でもっとも低い水準（院長約

２千万円、医長約１千７百万円）にあることが募集にあたっての障害になるとの認識が示

された。調査時点での長側の考えは、従来の定額制から新たに１表３０号俸からなる給料

表と役職手当（月額院長１０万円、副院長８万円、医長６万円）の導入、現行の医務手当

（月額６０万円以内で町長が定める額）のほか、期末・勤勉手当、寒冷地手当、扶養手当

（以後「諸手当」と呼ぶ。）からなる給与体系への改変であった。給料表は、１号から１

８号俸までは毎年４万円、１９号俸以降は２万円の定期昇給幅とするもので、諸手当につ

いては人事院勧告に準ずるものの本町独自の削減措置は適用しないとの方針であった。 
 本委員会では、医師不足に対する政策的措置としての意義は概ね理解できるものの、新

たな給料表が近隣町村を参考にしてつくられ、国家公務員医療職給料表の水準をはるかに

上回るものであり、あえて人事院勧告に準ずる整合性が見出せないこと、諸手当に関して

町の独自削減措置から一般職である医師を除外することは一般職間に格差を生じさせ、地

公法上の平等取扱の原則、公平性の観点等から疑義があることを危惧するものである。ま

た、医師給与の設定にあたっては、地方公営企業としての病院経営の状況、採用時の年

齢・前歴等、様々な要因を総合的に勘案しなければならず、予算の範囲内における手当に

おいて総額調整を図る手法のほうが弾力的であり、長の指揮監督権も発揮しやすくなると

考える。なお、本町は、早期健全化団体として財政健全化の途上にあるが、今後の人口減

少も視野に入れ、適正な給与水準の実現のため不断の努力を重ねるべきである。 
 以上、報告いたします。 
〇議長（石神忠信君） 以上をもちまして諸般の報告を終わります。 
 
    ◎行政報告 
〇議長（石神忠信君） 続きまして、日程第５、行政報告を行います。 
 本件につきまして町長から報告の申し出がありますので、これを許します。 
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 町長。 
〇町長（野邑智雄君） １１月２５日から昨日までの一般行政報告につきましては、印刷

物でご承知おきをいただきたいと思います。 
 １点だけ報告をさせていただきますけれども、特定外来生物であるアライグマの駆除に

ついてであります。アライグマにつきましては、宗谷地域においても離島を除くほぼ全域

に生息が拡大しているのではないかと懸念されておりましたが、町内においても５月以降

上頓別地区において３頭、敏音知地区及び周麿地区においてそれぞれ１頭を捕獲しており、

いずれも農家の牛舎に保管している配合飼料等を狙って出没しております。河川周辺の家

庭菜園等にも被害があったとの情報を受けており、家畜に対して直接被害は発生しており

ませんけれども、目撃情報等を収集しながら、引き続き駆除に努めてまいります。 
 以上で報告を終わらせていただきます。 
〇議長（石神忠信君） これにて行政報告は終了しました。 
 
    ◎一般質問 
〇議長（石神忠信君） 続きまして、日程第６、一般質問を行います。 
 本定例会では４名の議員から一般質問の通告がありました。 
 順番に発言を許します。 
 まず初めに、受け付け番号１番、議席番号３番、東海林さん。 
〇３番（東海林繁幸君） 私は、２点について一般質問させていただきます。 
 まず、第１点ですが、天北厚生園の移転改築計画の進捗状況について伺います。さきの

９月定例会での私の一般質問に対して消防法の規定による防火設備、スプリンクラー等の

整備にあわせ、設置期限である平成２４年３月３１日までに移転改築をする、そのための

検討委員会を立ち上げる準備を進めるとの答弁でありました。それまでは、町長は改築移

転については平成２４年以降という表現でありました。それが遅くとも２３年にはやると

いうことになると思います。さて、平成２３年度中の事業完了のためには平成２２年度

早々に社会福祉施設整備計画書を提出する必要があります。その時点で施設の建設概要、

場所、立面図、平面図、財源内訳等が整っていることが必要だと思います。既に９月から

ですから検討委員会は立ち上がっていると思いますが、これまでとこれからの検討スケジ

ュールについて伺いたいと思います。 
〇議長（石神忠信君） 町長。 
〇町長（野邑智雄君） 東海林議員の天北厚生園の移転改築計画の進捗状況について、竹

内保健福祉課長に答弁をいたさせます。 
〇議長（石神忠信君） 竹内保健福祉課長。 
〇保健福祉課長（竹内義博君） 東海林議員さんの質問に対して答弁をさせていただきま

す。 
 現在検討委員会は立ち上げてはおりませんが、検討委員会にかわる組織として関係者で
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構成する打合会を立ち上げ、現在まで４回の打合会と類似施設等の視察を行っており、現

在天北厚生園施設整備打ち合わせ会議において施設の基本計画の作成に向け、天北厚生園

の考え方、施設整備内容の整理を進めております。今後のスケジュールとしましては、平

成２２年６月に協議書等関係書類を提出しなければならないことから、平成２２年５月ま

でに道と提出関係書類の内容を協議しながら作成し、社会福祉法人南宗谷福祉会から提出

される関係書類を北海道に進達することとなっております。 
 以上です。 
〇議長（石神忠信君） 町長。 
〇町長（野邑智雄君） 天北厚生園の移転改築場所等について私から若干補足をさせてい

ただきますけれども、場所については高校の寮を活用すると、そういうことで、男子寮、

女子寮棟の間に管理棟を建設をして、そしてそれをつなぎ合わせて活用をしていくと、こ

ういうような方向を持っていることをご報告をさせていただきたいと思います。 
〇議長（石神忠信君） 東海林さん。 
〇３番（東海林繁幸君） それでは、再質問させていただきます。 
 ほっとしているのは、あれ以降４回ものこの会議をやっていたということで、進んでい

るのだなという実感はしていますけれども、どうも基本的な間違いがあるような気がする

のです。課長、よく聞いていてください。検討委員会を立ち上げると言ったのです、前回。

だから、検討委員会は立ち上がるのですか。これ今言っているのは関係者の打合会ですよ

ね。こんなものは検討委員会なくたって当然やらなければならないことなので、こういう

大きな事業を行うというときには前回課長が言ったように関係者だけでなくて広くいろん

な知識を持った人たちの意見も得るということで検討委員会なるようなものをやってきた

と思いますし、そういうものだろうというふうに私は理解していました。ところが、ここ

では関係者で構成する打合会、これが検討委員会にかわる組織としてという説明なのです。

それでは、検討委員会というのはもうやらないのですか。これが１つ疑問になっているの

です。それと、ここで言っている関係者とはどういう人たちなのですか。この辺もきちっ

と役職も含めて教えていただきたいと思います。 
 それから、これでいきますと後段の説明で十分わかりますが、類似施設という言い方を

しました。類似施設というのは、これもまたきちっとした説明をすると、公民館なるもの

があって、公民館の類似施設が各地の町民センターであったり、文化センターとかと称し

ている、そういう意味での類似施設なわけでして、この厚生園のような障害者のための施

設は、類似ではなくて本当にそういう施設を見てきたというふうに理解していいのかなと

思って、それの確認だけだったのです。 
 以上、お願いします。 
〇議長（石神忠信君） 竹内保健福祉課長。 
〇保健福祉課長（竹内義博君） まず、１点目の検討委員会につきましては、前回の一般

質問で検討委員会を立ち上げ、検討するための準備を進めているということでご答弁させ
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ていただきました。それで、検討委員会を立ち上げるべく準備を進めておりましたけれど

も、実際的には検討委員会は立ち上げないで、現在関係者ということで天北厚生園の施設

長、総務課長、道の関係職員、それから町では保健福祉課長、同主幹、まちづくり推進課

長、産業建設課の建設グループの参事が入って打合会を進めております。 
 あと、類似施設につきましては、これは幌延の北星園があそこが整備を行ったというこ

とから、そちらのほうに出向いて視察を行ってきております。 
 以上です。 
〇議長（石神忠信君） どんなメンバーにするのかという質問があったと思うのですけれ

ども、検討委員について。 
（「関係者」と呼ぶ者あり） 

〇保健福祉課長（竹内義博君） その打合会のメンバーが、検討委員会という形は立ち上

げないで、打合会で内容を検討していくということで現在進めております。 
〇議長（石神忠信君） 東海林さん。 
〇３番（東海林繁幸君） ちょっと期待していた質問に対しての答弁ではないと思うので

す。基本的に今財源内訳もこれからまた聞かなければならないのだけれども、そんなこと

も含めて重要な事項がこれから出てくるわけでしょう。そして、それはいかにも法人が関

係者のごとく言われていますけれども、実際的には町の財源が相当入らなければならない

実態がもう予測されるわけですよね。そういったときに、これはこれから中頓別がつくる

施設では最大のものになろうかなと思うような事業費になると思うのです。そういった事

業に対して事務担当者、関係者だけで、当然それはいろんな細かいことを打ち合わせする

のは必要ですよ。もう一つ上の段階での協議があるのではないのかなということを私は広

く住民の知恵を求めることが必要かなと思って、検討委員会なるものに期待していたので

す。言うなればまだ議会議員たる私たちも何も聞いていませんよね。先ほど町長から改め

て設置場所だけは確定的な内容のお話を聞きました。どういう規模になって、どういう予

算なのか、財源内訳はどうなのかということをまだ全然知らない段階で、既に４回の事務

当局だけの打ち合わせが終わっているというのが何かちょっと危ないなというような気が

いたします。 
 それと、ちょっと私耳にしたのは、実は法人の理事長が寺が私は壇家で時々会うもので

すから、どうですか、こういったことで進んでいるはずですけれどもと言ったら、どうも

理事長がよくわからないようなことであるものだからちょっと不安に思ったのは、それは

理事会なり、法人の中の連絡等々の問題がそういう状況であるのか、はたまた本当に理事

長と、少なくてもこれを建てるとすれば代表が法人ですから理事長が代表者になると思う

のですが、その理事長と町長との協議がされたのか、ここまで。その辺もちょっと疑問に

思ってきたので、確認したいのです。 
 それと、ではこうなると今の関係者協議で何億もするものが決まっていくわけ、これ。

その辺これからのスケジュールをちょっと、これは町長にお聞きしたいと思っているので
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す。 
 以上です。 
〇議長（石神忠信君） 町長。 
〇町長（野邑智雄君） 私からお答えをいたします。 
 まず、検討委員会の関係でありますけれども、前回の一般質問以降検討委員会を立ち上

げるということで私のほうにありました。そのときのメンバーを見て、私は検討委員会と

いう組織なのか、または検討委員会、そのメンバーを見た中で検討委員会という位置づけ

よりも、言えば打ち合わせ会議と同じみたいな組織で何も変わりないのでないかなと、こ

ういうようなことで、無理してそういうメンバーであれば検討委員会を立ち上げなくても

いいのでないかと、こういうお話をいたしました。それは別にしまして、まず理事長と町

長の意思疎通の関係でありますけれども、今月の４日に理事長が来られまして、協力して

ほしいと、こういうような話ありました。私も天北厚生園が町立から法人に移行するとき

に施設の改築等について十分協力するよと、こういうような話をしておりますから、私も

今回全面的に協力するので、法人のほうについてもできるだけ多くのお金を提供してほし

いと、こういうお話もさせていただきました。そういう中で、今現在私が一番危惧してい

るのは、やはり今回の移転改築によってどのぐらいの経費がかかるのかと、こういうよう

なことであります。しかしながら、今の寮を使って真ん中に管理棟を増築をして、そうし

て移転改築する場合に問題点が何々あるのかと、まずその問題点を抽出をして、その問題

点に対して支庁を通して道の考え方、または支庁として町村にどういうぐあいな協力体制

がとれるのか、こういうようなことをまずお願いをしないとだめだろうと、こういうよう

な考え方を担当のほうに言っておりまして、できるだけ早く天北厚生園が寮を使いながら、

そして移転改築をする場合に、移転をする場合にどのぐらいの事業費がかかって、どうい

う問題点があるのかと。その問題点をやはり克服をしていくということを最大限に考えな

ければならないだろうと、こういうような話をしておりまして、年明け後できるだけ早く

に問題点を出して支庁にお願いをしていく、また担当者等が支庁と一緒になって道のほう

に問題提起をしていくと、こういうようなことを早急にする必要性があるだろうと、こう

いうようなことで、検討委員会の意味合いについては東海林議員はそれぞれの保護者なり、

または法人なり、いろんな人たちが入った規模のでかい検討委員会の立ち上げが必要だろ

うということでありますから、それはそれなりに天北厚生園と十分協議をした中で考えて

いきたいと、このように考えているところでございます。 
〇議長（石神忠信君） 東海林さん。 
〇３番（東海林繁幸君） では、再々質問をさせていただきます。 
 町長の説明で大まかにわかりました。わかりました中でわからないことがまだ二、三あ

ります。今最後に町長がおっしゃいました検討委員会というのは、これやっぱりみんな期

待しているわけです、一般町民も含めて。当然法人の中にはたくさんの理事さんもいらっ

しゃるわけです。この人たちがきちっと精通しているのかどうかという疑問があります。
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私も今聞きましたが、４日に町長に何とかしてくださいと理事長が言ったそうですね。そ

の以前にもう既にこの検討委員会にかわるものとして、４回の会議の４回目がいつだった

のか知らないけれども、二回も三回もこの話ししているわけでしょう。進めているわけだ

よね。その中で理事長がまだ建てるのか建てないのかわからないような、それおかしいの

ではないですか。どう考えてもおかしいのです。だから、その辺は、やっぱり金なり、大

まかな計画、指導的な役割は町がやること自体はこれは結構だし、そうあるべきだと思い

ますけれども、きちっと、これ厚生園でないのです。厚生園ではだめなのだ。やっぱりき

ちっと福祉会の理事たちが十分そこに巻き込まれていかないと。厚生園といったって職員

でしょう。それは、本当にまだ事務局段階の協議はそれはそれでいいけれども、その辺も

う少しそれなりというか、知っておくべき人、またはそういう職員の専門性とは別な形の

専門性を持った人たちも入ったような、そういう検討委員会も必要かなと私は期待してお

りました。その辺は、今これからでも町長はいいのではないかということでありますけれ

ども、私もそれでもいいと思います。その辺お考えいただきたいことが１つ。 
 それと、これからのスケジュールですけれども、あとこれ予算なんか、財源がどうなる

のかなんていうもの当然４回も話していたら出てきているのでしょうね、規模だとか。そ

の辺があったら、ぜひ私は早いうちにやっぱり議員の人たちに知らせておく必要あるだろ

うと思うのです。これ黙っていたら全然なくて、最後に決まりましたといって持ってくる、

そこでいいか悪いかというのではちょっと危ない話なので、できるだけ早く情報を流して

おいて、議会は議会で委員会なりで検討を進めて、できる提案があれば提案していくとい

う、こういう大きい事業をやるときにはそうしたほうがいいと思うのです。ですから、こ

れからのスケジュールは、そういった議会に対する報告というか、提案というか、そうい

ったことも含めてどういう流れで考えているのか、その辺ちょっと最後に伺いたいと思い

ます。 
〇議長（石神忠信君） 竹内保健福祉課長。 
〇保健福祉課長（竹内義博君） まず、１点目の理事会の報告、また検討につきましては、

再三にわたり天北厚生園のほうの施設のほうにお願いをしております。それで、施設のほ

うでは役員会には諮ってはいるけれども、まだ理事会にはかけてはいなかったという話を

聞いております。それで、とりあえずこれだけの事業ですので、早く理事会にかけてくだ

さいということでお話をしているところであります。 
 それで、これからのスケジュールにつきましては、来年の６月に道のほうのヒアリング

を受けるという形になります。それで、それまでに協議用の概略の計画等を道のほうに示

しながら検討し、６月に向けていくという形になります。それで、これからも幾度となく

会議を持ちながら進めていかなければならないということで考えております。それで、１

月からは基本計画策定、現在施設のほうと産業建設課のほうでどういう形でつくっていく

のかということで洗い出しを行っております。それで、まず基本設計の策定から１月から

入っていくという計画でおります。あと、設計者の選定、それから基本設計、実施設計と
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いう形に入っていく形になります。実施設計につきましては内示が出てからという道のほ

うの話でございますけれども、そういう形になっていこうかなと思います。 
 あと、財源につきましては、現在いろいろと補助事業の財源の洗い出しをしてみました。

それで、本体につきましては社会福祉施設等施設整備事業、これが該当するということで、

現在それで進めております。ただ、この補助団体につきましては、社会福祉法人という形

になっております。また、寮につきましては、スプリンクラーが設置されなければならな

いということで、これが社会福祉施設等の耐震化と整備推進事業費のスプリンクラー設置

事業が入っておりますので、これの補助をもらうということで、この事業主体につきまし

ても法人という形になっております。現在そういうことで進めてきておりますけれども、

あとは議員に知らせるべきではないかということで、これだけの大きな事業ですので、中

身がある程度固まった時点で議会のほうに報告していきたいなということで考えておりま

す。 
 以上です。 
〇議長（石神忠信君） 東海林さん。 
〇３番（東海林繁幸君） これで質問が３回ですから終わりましたけれども、もともと町

長はこの設置については２４年以降というスパンでお考えだったのが消防法という縛りの

中ではあってもこれを早めたということについて私は大変賛成ですし、応援もいたします。

どうぞ頑張ってやっていただきたいと思います。 
 さて、次の質問に入ります。ちょっとこれ最近の話題になりました国の施策手法といい

ますか、事業仕分けの考え方について町長の考え方を伺いたいと思っております。民主党

政権になって一番評価の高いのがこの事業仕分けだったかなと思っております。結果論と

しては、科学分野や教育、福祉、医療の分野では事業仕分けにはなじまないのでないかと

いう不評の声もありました。しかし、総体的には国民が初めて知り得たことも多々ありま

したわけで、好評だったと思います。地方自治体でも数年前からもう既にこの件について

は試みをしているところもございました。さて、国のやっていることをまねる必要はない

とも思いながら、しかしいろんな財政的な面でご苦労されている本町の町長として、この

事業仕分けの手法をどう評価しているのかなというのが聞きたかった一つの理由でありま

す。 
〇議長（石神忠信君） 町長。 
〇町長（野邑智雄君） 事業仕分けの考え方について私からお答えをいたします。 
 事業仕分けにつきましては、総論としては予算の無駄を洗い出して、透明性を高め、限

られた予算を効果的に施策に振り向けていく点では、私は意義あるものと考えているとこ

ろであります。 
〇議長（石神忠信君） 東海林さん。 
〇３番（東海林繁幸君） 町長から意義のあるという評価をいただいたということで、あ

えてでは次にお聞きいたしますけれども、残念ながらこの事業仕分けのもとになっている
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のは、各省庁からあれもやりたい、これもやりたいというものに対して出てきたと。それ

に対してこれはだめだとか、縮減だ、廃止だという話だったのですけれども、私はこうい

った国のやり方とは別に地方であれば、これは議会制民主主義の中では議員が率先してそ

れをやるべきだということには変わりないのですけれども、むしろある事業はやめても新

しいこういう事業をやってほしいというような住民の声を聞くような、そういう事業仕分

けがあってもいいのかなと実は思っておりました。町長の立場に立って考えてみたら、な

かなか何十年間も続いている事業を自分の代ですぱっと切ることもできにくいものだろう

と思うのです。それがそれほど効果ないのだけれども、これを切るとただ住民の不評を買

うだろうという思惑もあって継続している事業もあると思うのです。例えば補助事業なん

かが、団体や住民に対する補助事業ももうこれはやめたいのだけれども、これやめるとど

うもまずいだろうなというような町長のそういう思いもあると思うのです。ですから、町

長がそれ言い出せないとしたら、そういう事業がどんなものかということを何人かの仕分

け人を選定して、本当に考えてみてもらう。それは決定ではなくても、町長が施策実行の

中でのいろんな選択肢としてほかの人の意見を十分聞くという、そういう機会があっても

いいのかなと。私なんかももうこれで何年間も続けているけれども、これはもういいので

ないかなと思いながら、私議員個人としてもそれをやるとあの人都合悪いだろうなとか、

なかなかそういう思いがあって言えない部分もあるものです。だから、そういうしがらみ

のない人たちが町内にも有能な方何人かいらっしゃると思いますから、そんなことでモデ

ル的でもいいからいろんな幾つかの事業をやってもらうと。そして、さらに今はないけれ

ども、これらは必要だというのがあればそれも考えてもらうような、そんな何か自由闊達

な意見を出せるような人たちを集めてやってみたいと私なんかは考えるわけですけれども、

町長、そんなことでは、議員がもう少し頑張ればいいのだという話になるのかもしれませ

んけれども、一般の人たちの声をそういったところで集約してみるという考えはありませ

んか。 
〇議長（石神忠信君） 町長。 
〇町長（野邑智雄君） お答えをいたします。 
 この事業仕分けという目的と同じ目的だったのかどうかは別にしまして、私は類似した

ことの先取りを中頓別町もやったのかなという気はいたしております。というのは、平成

１７年の５月に町民の方々１５名の人に、公募、または町から委嘱をした人もいます。１

５名の民間の人たちに中頓別町で１７年度にやっていた事務事業、約１９０ぐらいの事務

事業だったと思いますけれども、それを仕分けて、今の言葉で言うと仕分けなのかもしれ

ませんけれども、見直し、検討するということでやってもらった経過がございます。そう

いう中で、その町民の人たち、中長期の行財政運営委員会の委員の人たちに財政運営計画

なり、行政計画なりをつくっていただいたそれが中長期の行財政運営計画でありまして、

その中で重点化を図る、または継続をする、そして一部見直しをして継続をする、そして

廃止をするという４段階に分けてもらいました。それを私どもは１８年度からできるもの
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から随時その計画に沿ってやっていくと、こういうような方針で平成２１年度までやって

まいりました。なかなか進まないものもありますし、一挙に進んだものもありますし、そ

ういう中では天北厚生園の法人化もその中の一つの事業でありました。そういう意味で、

この中長期の行財政運営計画につきましては１８年から平成２７年まで１０年間の計画を

つくっていただきましたので、それに基づいて今後も進めてまいりたいと、このように思

いますし、また新しい事業等についてはその中では触れておりませんけれども、今後財政

の健全化の方向性がはっきりついた時点ではまたそういう面も踏まえて考えていく必要性

があるのかなと、このように思います。 
〇議長（石神忠信君） 東海林さん。 
〇３番（東海林繁幸君） 非常に私の短い質問に町長は非常に短い答弁できた。今の答え

実はこれから私が聞こうと思ったのですけれども、まさにこの行政の仕分けをやったので

す、５年前に。そこで、町長はそれを風にして、相当大胆なこともやってこられたと思い

ます。仕分け人の人たちをあのころどう評価していたかは別にして、町の行財政のことを

大胆にやっぱり取り組んでくれた経過がもう既にあったわけですから、さてそれから５年

たったので、私はもう一回ああいった形のものでやることが、今この事業仕分けという言

葉になってしまったけれども、まさにあのときはそうだったと思うので、つい先日と思っ

ていたそのことももう５年たつということが実態ですから、これをさらに時代に合ったも

のに見直す必要はないのかなというふうな思いで短い質問でまずやらせていただいたので

すが、今のことで町長どうでしょうか。 
〇議長（石神忠信君） 町長。 
〇町長（野邑智雄君） 私も本当に平成１７年のときに約１０カ月かけて事務事業の仕分

けをしていただいた。着実にその計画を執行することによって私は５年後、今平成２０年

度、２１年度と、こういうように結果的には財政的には一つのいい方向に向かいつつある

と、こういうような認識を持っておりまして、今早期健全化団体になりましたけれども、

２２年度決算でクリアすることを目標にして今進めておりますけれども、それがクリアで

きた時点ではまた一つの大きな見直しの転換期にくるのでなかろうかなと思いますので、

そういう意味も含めて再度そういう方向性を検討していく必要性があるのかなと。昔は十

年一昔と言われましたけれども、今は時代がスピードが速いですから、五年一昔という、

そういうとらえ方をしながら今ご指摘があったようなことも考えてまいりたいと、こうい

うことでご理解をいただければと思います。 
〇議長（石神忠信君） これにて東海林さんの一般質問は終了いたしました。 
 ここで議場の時計で１１時まで暫時休憩にいたします。 
 

休憩 午前１０時５０分 
再開 午前１１時００分 
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〇議長（石神忠信君） 休憩前に戻り会議を続けます。 
 引き続き、一般質問を行います。 
 受け付け番号２番、議席番号２番、本多さん。 
〇２番（本多夕紀江君） 一般質問をしたいと思います。 
 まず、１点目ですけれども、公営住宅の整備について伺います。住宅マスタープランは

ストップしたままの状態になっていますけれども、次の点を伺いたいと思います。現在公

営住宅の充足状況をどうごらんになっていますか。その上で、今後の新築、解体をどう考

えていますか。 
 ２つ目として、特に高齢者向けの住宅で入り口の引き戸が重くてあけにくいところがあ

ります。手をかける部分の溝が浅くて小さく、手がかかりにくく力も要ります。取っ手を

つけるべきではないでしょうか。役場は表裏の玄関、議場の出入り口も大きな握り棒がつ

いています。 
〇議長（石神忠信君） 町長。 
〇町長（野邑智雄君） 本多議員の公営住宅の整備について、産業建設課の中原参事に答

弁をいたさせます。 
〇議長（石神忠信君） 中原産業建設課参事。 
〇産業建設課参事（中原直樹君） ご答弁申し上げます。 
 １点目ですけれども、現在町営住宅等の管理戸数は２９４戸ですが、そのうち空き家が

５３戸で、入居戸数は２４１戸となっております。また、今年度の入居者募集に対する申

し込み件数は多くないことから、現在の住宅の困窮度は低いものと言えます。現在今後の

町営住宅等の建設計画についてはございません。町営住宅の解体につきましては、今年度

１２戸解体、来年度８戸を解体予定で、今後も老朽化した住宅の解体を進めてまいります。 
 ２点目でありますが、今年度あかね拡充団地高齢者向け住宅の供用玄関の引き戸の戸車

を取りかえ、軽く容易にあけ閉めできるよう改善をしております。また、入居者の方々か

ら玄関引き戸の改善の要望はございません。 
〇議長（石神忠信君） 本多さん。 
〇２番（本多夕紀江君） 今後町営住宅建設の計画がないとなると、修繕にもっと力を入

れるべきではないかと思うのです。要望はありませんということですけれども、改善にし

ても修繕にしても要望を出しにくい状況にあると思います。町の財政が厳しい、お金がな

いということをここ数年住民は耳にたこができるくらい聞かされているからです。役場に

直接要望しなくても、いろんなところで話は出てはいるのです。 
 １つ目ですけれども、来年度の８戸解体というのはどこの住宅のことでしょうか。また、

その後の解体はどんな順序で進んでいくのでしょうか。建設年度の古い住宅に住んでいる

方々は、いつ壊すのか、突然出ていくように言われたら困ると心配していらっしゃいます。 
 また、修繕についてですけれども、あかね団地で屋根の軒先が壊れたり、さびて先のほ

うが壊れたり、めくれ上がったりしていたり、雨漏りがしたり、畳が腐ったり、カビが大
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量に発生したり、大変ひどい状況のところがあると聞きます。こういうところは、修繕す

べきではないかと思うのです。町にお金がないということがわかっているので、直してく

ださいということを言いにくいし、遠からず壊すつもりだったら言っても直さないのでは

ないかとか、住んでいらっしゃる方々はいろいろ考えていらっしゃるようです。 
 玄関の引き戸のことですけれども、入居者の全員が困っているわけではないと確かに思

います。ですが、入居者の年齢とか体力はさまざまです。それにあけにくさというのはあ

っても、その引き戸が壊れているわけではないし、財政の厳しさを言われると要望もやは

りしにくいわけです。戸車をかえていただいて確かに軽くなったとはいえ、手をかける部

分の溝が余りにも浅くて小さいのです。手がかかりにくい。役場の裏玄関を利用する人は、

現役世代の役場関係者が大部分だと思うのですけれども、それでも引き戸にしっかりした

取っ手、取っ手というか、握り棒がついておりまして、随分細かい配慮がされているのだ

と感心します。同じようにできないでしょうか。 
 以上、伺います。 
〇議長（石神忠信君） 中原産業建設課参事。 
〇産業建設課参事（中原直樹君） まず、来年度の解体についてはどこを解体するのかと

いうことでございますけれども、今年度あかね団地で空き家になっている住棟、棟ですけ

れども、２棟８戸を解体しております。来年度につきましても現在空き家になっている２

棟８戸を解体する予定でございます。その後についても、入居者の方々が退去されて空き

家になった住宅について解体をしていくという考えでおります。 
 ２点目の団地の修繕の関係でございますけれども、入居者の方々からこういったところ

が不都合であるから、修繕してくれよというような話があったときについては、その都度

修繕をしているつもりでございます。確かに雨漏り等しているところもございますので、

そういったところについては来年度できるかどうかは今後検討していきますけれども、塗

装をするだとかそういったことも考えていきたいなというふうには思っております。 
 ３点目の玄関引き戸の関係でございますけれども、議員も言われておりますけれども、

今年度確かに引き戸が重たかったものですから戸車を取りかえて、健常者の方であれば指

１本であけるぐらい軽くなったのかなというふうに思っております。それで、当初の答弁

でもお答えいたしましたけれども、そのことによって入居者の方々からもそれに対するさ

らなる要望もございませんので、現在のところそれ以上の改善については考えておりませ

ん。 
〇議長（石神忠信君） 本多さん。 
〇２番（本多夕紀江君） 住宅の修繕に関してですけれども、入居者の方からそういう要

望、話があればその都度修繕しているつもりということですけれども、その話がやはり財

政的なこともあったりするのではないかと思うと話がしにくいということなのです。その

都度役場に個々に要望する、そういうやり方は今の状態では大変勇気の要ることではない

かと思うのです。そのやり方に加えて定期的に公営住宅に入っていらっしゃる方々に、１
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年に１回でも２回でもいいと思うのですけれども、定期的に改善とか修繕の要望を全体に

聞くことをしたらいいのではないかと思うのです。例えばアンケート方式で住宅の状況を

きちんと調べるということが必要ではないかと思うのです。 
 玄関の引き戸については、指１本であくくらいとおっしゃいましたけれども、なかなか

指１本ではあきにくいところもあります。でも、あかないわけではないので、前よりはよ

くなったと思うのです。その取っ手といってもいろんな取っ手があると思うのですけれど

も、値段も安くて簡単に取りつけれるような取っ手もあるようですので、そんなものをつ

ける、必要な高齢者のいらっしゃるところからでも順次つけていくということはできない

のでしょうか。 
 修繕、改善について、お金のかかることですから、簡単にはなかなかできないと思うの

ですけれども、今年度、２１年度の普通交付税が当初予算よりも約２億円多く決定してい

るということ、また実際の交付額も去年よりも数千万円多いというふうに聞いております。

交付税の先行きが不透明であったり、特別会計への繰り出しがあったり、早期健全化団体

から早く抜け出さなくてはとかいろいろあって、お金は幾らあっても余ることはないので

しょうけれども、せめて交付税がふえた分の一部を修繕、改善に充てることはできないの

でしょうか。 
〇議長（石神忠信君） 中原産業建設課参事。 
〇産業建設課参事（中原直樹君） 修繕に関する入居者の方々からのアンケートの関係で

ありますけれども、例えばあかね拡充団地の場合、新築してから２年間は手直し事項だと

か不都合なところはないのかというようなことに対してのアンケートは行って、問題があ

れば改善を、手直しをしてきているというようなことはございますけれども、先ほど当初

の答弁でも言いましたけれども、公営住宅等の管理戸数が二百五十数戸ございまして、か

なり老朽化してきている住宅もあるのも事実でございますけれども、やはり本当に困って、

ここを直してほしいのだだとか、そういったことがあれば当然入居者の方々から改善要望

だとか上がってくるものだというふうに思っておりますので、議員におかれましてもそう

いったことを聞きつければその都度町のほうに言っていただければ対応していきたいとい

うふうに思いますので、今後についてもそういった形で対応していきたいというふうに思

います。 
 ２点目の引き戸の握り棒の関係でありますけれども、かなり軽くなって、以前と比べれ

ば格段に違うのかなというふうに思っております。何度も繰り返しますけれども、入居者

の方々からそれに対するさらなる改善の要望もございませんので、現在のところはそれ以

上の改善については考えておりません。 
 ３点目の今年度も交付税が増額するということで、それの一部を修繕にということでご

ざいますけれども、当然必要に応じた修繕を行ってきておりますし、毎年そういったスタ

ンスで執行しておりますので、そういった姿勢というのは今後についても変わりございま

せん。ですので、先ほど言いましたように入居者の方々がこういったところが悪いのだ、
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こういったところを修繕してほしいということがあれば、ぜひとも担当課のほうに言って

いただいて、その都度対応していきたいというふうに思います。 
〇議長（石神忠信君） 本多さん。 
〇２番（本多夕紀江君） その都度担当課のほうに要望を上げてほしいということですけ

れども、なかなか個人的には言いにくい状況があるということで、かなり個々にここを直

してください、ここを修繕してください、改善してくださいと言うのは難しいのかなと思

います。 
 それでは、次の質問に移りたいと思います。地上デジタル放送についてです。２０１１

年のアナログ波一斉停止まで６００日を切りました。中頓別でも試験電波が出されており、

いよいよ地デジ化が現実のものとなりつつあります。テレビは、今や生活の一部です。多

くの人にとって最も親しみやすい情報源でもあり、もしテレビが映らないと大変です。そ

こで、次の点を伺います。 
 １つ目、難視聴区域世帯の実態をどのようにとらえ、町としてどう対応される考えです

か。また、今の段階でどんな準備、対応を進めていますか。 
 ２つ目、光ファイバーは、難視聴の解消だけでなく情報通信機器の利便性を高めると思

います。情報通信機器を頻繁に使われる方の中にはこれに期待する人々もいらっしゃるよ

うです。町として導入の可能性はありますか。 
〇議長（石神忠信君） 町長。 
〇町長（野邑智雄君） 地上デジタル放送の関係について、遠藤総務課長に答弁をいたさ

せます。 
〇議長（石神忠信君） 遠藤総務課長。 
〇総務課長（遠藤義一君） 地デジ放送の関係について私のほうから答弁させていただき

ます。 
 まず、１点目でありますけれども、難視区域の調査につきましてはＮＨＫや総務省、総

合通信局等における専門的な調査が必要と考えております。現段階では２０１０年に総務

省北テレビ受信者支援センター、通称でありますけれども、総務省デジサポによる難視調

査１８カ所を行う予定と聞いておりますので、その結果により難視聴区域や世帯の実態が

明らかになるものと考えているところであります。デジタル化への移行の準備といたしま

しては、既にことし７月３０日に総務省デジサポによる地デジ説明会を開催し、中頓別地

区で３４名、小頓別地区で７名が参加し、地デジ移行への理解を求めているほか、生活困

窮者への助成措置などにつきましては保健福祉課を通じて個別に情報発信をしているとこ

ろであります。今後も関係機関と連携して実態を把握し、難視対策に努めてまいりたいと

いうふうに考えているところであります。 
 ２点目でありますけれども、光ケーブルの利便性につきましては承知しているところで

ありますが、敷設には億単位の事業費が必要であり、また光ケーブルを利用するに当たっ

ては利用者が利用料を負担することになり、どの程度利用があるかと費用対効果を考えた
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ときに町が実施をするということにはかなり難しい状況と考えているところであります。 
〇議長（石神忠信君） 本多さん。 
〇２番（本多夕紀江君） 再質問させていただきます。 
 難視聴というふうに難視聴区域とか言われますけれども、その難視聴に該当するのはど

ういう場合なのでしょうか。例えば１つの局でも映ればそれは難視聴に該当しないのでし

ょうか。 
 それから、２０１０年、来年に行われる総務省の調査地点１８カ所の中に本町の全世帯

が含まれるのでしょうか。それと、生活困窮者への助成措置ということですけれども、助

成措置の内容というのはどういうものでしょうか。 
 ３点目ですけれども、現在試験電波が出されていて、難視聴区域や世帯がある程度はっ

きりしていると思うのですけれども、実態はつかんでいますか。また、その地域や世帯の

難視聴解消の手だてを考えていらっしゃいますか。 
 ４点目ですけれども、地デジの説明会、７月３０日に行われた説明会の参加者、やっぱ

り少ないと思うのです。デジタル放送を見るためには相当テレビを買う、アンテナを直す、

その他お金のかかることでもあり、アナログ波の一斉停止の少なくとも１年前ぐらいには

全世帯にデジタル化についての正確な情報が伝わるように役場としても努力すべきだと思

うのですけれども、どんな計画をお持ちですか。 
〇議長（石神忠信君） 遠藤総務課長。 
〇総務課長（遠藤義一君） まず、１点目の難視の取り扱いに関してすべての局、１局で

もそれが見られないということであればそれは難視と考えられるのかという質問だったと

思いますけれども、基本的に難視の考え方につきましては公共放送が基準になっておりま

すので、ＮＨＫ関係受信が基本的にできないという部分に関しては難視の取り扱いとして

考えるべきものというふうに思います。現在のアナログでも、私のところもそうなのです

けれども、局によっては見づらい、あるいは極端に受信の悪い部分もありますけれども、

それが難視かというとそれは基本的には違うというふうに考えてよろしいかというふうに

は思います。 
 それから、２つ目の助成の内容ということだったと思いますけれども、これにつきまし

ては基本的にテレビをかえなくてもチューナーを購入することによってデジタル化への移

行は可能ということになろうかと思いますので、これについてはチューナーの購入に当た

っての助成ということについては今現在でもあるというふうに考えておりますので、今後

そういう部分に関して要請があればそういう情報はしっかりと提供はしていきたいという

ふうに思います。 
 それから、３つ目として、既に電波が発信されていて、難視の地域を把握しているかと

いうことでありますけれども、ＮＨＫに関しましてはもう既に難視の調査が行われており

まして、そのことに関する情報は一部いただいているところもあります。ただ、民放の関

係については１１月に出ました。これについては、私どものほうではしっかりとした情報
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を承知はしておりませんので、この辺の状況についてはまだつかんでいないということで

あります。 
 それから、４つ目の質問、デジタル……４つ目は、申しわけありません、質問の内容は

どんな…… 
〇２番（本多夕紀江君） 地デジの説明会の参加者が余りにも少ない。アナログ波一斉停

止の少なくとも１年ぐらい前には全世帯に正確な情報が伝わるように役場でも説明に努力

すべきだと思うけれども、どういう計画をお持ちか。 
〇総務課長（遠藤義一君） 申しわけありません。４点目のことにつきましては、これに

ついては総務省の総務省デジサポによって地デジに関する情報は今でも随時流されている

と思います。私どものほうでもこれについて周知するとすれば、いろんな関係情報を総体

として旬報だとかそういうものに書き込んで周知することは十分可能だというふうに思い

ますので、その辺の対応は考えていきたいというふうに思います。 
〇議長（石神忠信君） 本多さん。 
〇２番（本多夕紀江君） お聞きしたことに対してお答えがなかったのですけれども、２

０１０年に行われる調査地点１８カ所の中に中頓別町全世帯が含まれるのでしょうかとい

うことです。 
〇議長（石神忠信君） 遠藤総務課長。 
〇総務課長（遠藤義一君） 申しわけありません。この難視と言われる部分に関しては、

あらかじめ想定はされております。よって、町内全町の中で主に難視と考えられるところ

を抽出した中での調査を行うということになろうと思いますので、全町が区域としては対

象になるというふうに考えてよろしいかと思います。 
〇議長（石神忠信君） 本多さん。 
〇２番（本多夕紀江君） それでは、最後になりますけれども、再々質問させていただき

ます。 
 地上デジタル化というのは、近年まれに見る一大事だと思うのです。正確な情報を知ら

なくて、あるいは難視聴区域のため今まで普通に見られていたテレビが突然見られなくな

るのは大変なことです。今伺いますとその難視聴というのに該当するのは公共放送が基準

なので、ＮＨＫが見られれば、ＮＨＫの放送が受信できればそれは難視聴の対象にならな

いということだったと思うのですけれども、そんなことになってもまたとてもこれは一口

に言って大変なことです。でも、デジタル化、地デジ化というのは、電波法が変わって、

つまり国策として今進められていることですから、住民に最も身近な行政である自治体が

難視聴の解消や情報の提供に向けて最大限の努力をすべきではないかと思うのです。やは

り住民の方々、高齢者の方もいらっしゃいますし、そのデジタル化について余り正確なこ

とはよくわかっていない。例えばアナログ波一斉停止の後は一切アナログ用のテレビでは

見られないのだよということだとか、いつ切りかわるのか、２０１１年の７月２４日、そ

のこともデジタル化は頭にあるけれども、いつというのがはっきりわからなかったり、正
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確な情報というのがなかなか浸透していないように思うのです。総務省の説明会はあった

ということですけれども、やはり説明会を開いても来れない人のほうが多いと思うのです。

旬報とかそれに載せてお知らせすることは可能だというお話でしたけれども、いろんな情

報を旬報、広報、その他お知らせ版で知らせていただくのですけれども、なかなか紙に書

いたものが読まれない場合が多いのです。読まないほうが悪いのだということではないと

思うのです。やっぱりこういう一大事に対しては、一方的なお知らせだけではなくて、世

帯数もここ中頓別は少ないです。人口ももちろん少ないです。やはりこういう大事なこと

は、何らかの形での直接対話での確認ということが必要ではないかと思うのですけれども、

いかがでしょうか。 
〇議長（石神忠信君） 遠藤総務課長。 
〇総務課長（遠藤義一君） この地デジの関係に関してどれだけの情報を提供するのかと

いうことは、今までも総務省も含めてテレビでも地デジ化になることの放送はずっとされ

ていると思います。今これらの説明が直接説明が必要な方というのは、想定されるのは多

分高齢者の方ということなのかなというふうに思いますけれども、一般の成人の方であれ

ばその辺の説明は特別必要はないと思いますけれども、高齢者の方の中でもしそういう必

要だというふうなことであれば、ぜひ担当のほうに連絡をいただければこちらのほうから

直接出向いて説明することはやぶさかではありませんし、あと高齢者教室、教育委員会の

ほうでやっている寿大学等も授業として年間１０ないし１２の授業を毎月のように行って

おりますので、そんな機会を活用して情報を提供するということは十分対応は可能だと思

いますので、そういう対応については今後内部で十分協議をさせていただいて、実施して

いくことを考えていきたいというふうに思いますので、ご理解をいただければと思います。 
〇議長（石神忠信君） 本多さん。 
〇２番（本多夕紀江君） デジタル化についてそんなに情報を知らない人はいないという

ようなお話だと思うのです。一般の成人の方にはそれほどの説明の必要はないのではない

かということですけれども、デジタル化というこの史上初めての出来事といいますか、そ

ういう状況、そういう事柄に関してやはりもう少し丁寧な説明の必要があると思います。

ポイントだけでも継続的に広報や何かでお知らせしていく、継続的にお知らせしていくこ

とが必要だと思います。 
 ３点目の質問に入りたいと思います。町立歯科診療所の改修についてです。町立歯科診

療所は、町民にとって大切な医療機関です。町としても８０２０運動に力を入れています

ので、子供からお年寄りまで安心して出入りができる施設でなければなりません。次の点

についてお考えを伺います。 
 １点目、築３０年近くになると思いますが、建てかえの計画はありますか。もしないと

したら、狭くて段差のある玄関とトイレは改修が必要ではないでしょうか。後ろにひっく

り返るようなトイレは危険ですし、玄関に行き着く前に高さ２０センチ以上の段差があり、

冬は滑りやすく、ドアをあけるなり坂になっています。どこで靴からスリッパに履きかえ

- 21 - 
 



るのでしょうか。 
 ２点目、築３０年で老朽化が著しいという理由で医師住宅の建てかえが行われましたが、

水道やトイレの凍結、結露、断熱等心配はないのでしょうか。このような気象条件の地域

に住み、働いていただくためには快適な住宅は欠かせない要件ではないでしょうか。 
〇議長（石神忠信君） 町長。 
〇町長（野邑智雄君） 町立歯科診療所の改修について、竹内保健福祉課長に答弁をいた

させます。 
〇議長（石神忠信君） 竹内保健福祉課長。 
〇保健福祉課長（竹内義博君） 町立歯科診療所の改善を急ぐべきということの本多議員

さんの質問に対して答弁させていただきます。 
 １点目、現在の歯科診療所は昭和５７年度に建設され、築２７年を経過しておりますが、

建てかえについては現在計画を持っておりません。また、平成２１年１１月１６日に歯科

診療所医師との打ち合わせを行っており、診療所、住宅に関する要望を聞いておりますが、

診療所の改修に関する要望は出されておりませんことから問題はないものと考えておりま

す。 
 ２点目につきまして、平成２１年１１月１６日に歯科診療所医師との打ち合わせを行っ

ており、平成２２年度に住宅改修してほしい旨の要望が上げられていることから、現在平

成２２年度予算措置に向け、改修内容の検討をしているところでございます。 
〇議長（石神忠信君） 本多さん。 
〇２番（本多夕紀江君） 再質問をさせていただきます。 
 建てかえの計画がないとなると、築２７年たっているので、しっかりした改修が必要だ

と思うのです。診療所改修の要望はない、問題はないものと考えるということですけれど

も、玄関に入る前と玄関をあけてすぐのところに跳び箱の踏み切り板のようなものが置か

れています。それも長い間です。きっと車いす対応のためだと思うのですけれども、玄関

は平らなスペースはその踏み切り板が置かれているためほとんどありません。こういうよ

うなものを置くこと自体がバリアフリー化の必要性を認めているということではないかと

思うのです。また、トイレにしても和式便器にかぶせる式の簡易便座で対応するというこ

とは、やはり洋式便座の必要性を認めているということではないかと思うのです。こうい

う実態から見て、診療所改修の要望が出ていないというのはちょっとおかしいのではない

かと思うのです。この１１月１６日の話し合いのときにたまたまそういうバリアフリー化

の話が時間不足でできなかったのか、それとも初めからこの日の議題とはしていなかった

のか、ここちょっと疑問に思うところです。町立歯科診療所で町立ですから、町民の多く

が利用するところです。実情に照らして町としてどう判断するか、それが大事ではないか

と思うのですけれども、いかがでしょうか。 
 もう一つですけれども、診療所が建ったころと比べると間違いなく高齢者の割合が多く

なっているし、生活様式も変わってきているわけです。役場ももちろんそうですけれども、
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新しい建物どこでもバリアフリーだったり、それからユニバーサルデザインが普通になっ

てきていると思います。やはりここは歯科診療所玄関やトイレの面積を広げて、スペース

もあると思うのです。バリアフリー化、車いす対応型のトイレにすべきではないかと思う

のです。お金がかかって厳しいという面はあると思うのですけれども、やはり先ほどの話

ではないのですけれども、交付税もふえていると。去年からことしにかけていろんな種類

の臨時交付金が出ていたのですけれども、どれかを使って改修も可能ではなかったかと思

うのです。でも、今の状態で問題がないという認識であれば、その事業候補にも上がらな

かったというのは無理もない話だなと思ってしまいます。改善の方向で検討すべきではな

いかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 
〇議長（石神忠信君） 竹内保健福祉課長。 
〇保健福祉課長（竹内義博君） まず、１点目の関係でございますけれども、初めから１

１月１６日の打ち合わせ、歯科診療所医師との打ち合わせにつきましては初めから議題と

いう形でなくて、先生の要望に対して町のほうで答弁して、できるものはできるという形

で、できないものはできないという形でのお話をしてきております。ただ、トイレの関係

につきましては、平成１９年度に洋式両用型便座を購入して設置をしております。また、

玄関入ってからの靴の脱ぎ場所、スペース的には狭いことは間違いはありませんけれども、

健康な方であればスロープの途中で履きかえることもできますし、歩行に障害のある方は

スロープを上った上でスリッパに履きかえるということも考えられます。そういうことで、

これらにつきましては先日歯科診療所の職員、それから先生ともお話をしました。１１月

の１６日に先生と話し合いをした後、１２月の９日に再度職員とお話をしてきました。そ

の中では、その玄関につきまして何ら問題はないかということでいろいろとケース的に挙

げて職員の意向をお聞きしました。その中では、別段現在の状況では問題はないというこ

とで、また利用者からの苦情につきましても今のところは聞いておりませんというお話で

ございましたので、現在のところ現状のままでいきたいということで考えております。 
〇議長（石神忠信君） 本多さん。 
〇２番（本多夕紀江君） いろいろお聞きになって、職員の意向も聞いてみたとか、利用

者からの苦情はないとかいうことですけれども、やはりああいうような、例えばです、例

えば車いすで行ったとしても、玄関を車いすで入ってもトイレは全く車いすの対応のトイ

レになっていなかったりすると、初めからそういう体の不自由な人は行くのをあきらめて

しまうということはないでしょうか。また、そういうことでは大変不便だとかとなかなか

言いにくいものです。今どきの建物として、町立歯科診療所、町立の建物としてあのよう

な状態が何ら問題はないというふうに考えていいのかどうか。私は、そこの認識が問題だ

と思います。健常者の方であればスロープの途中で履きかえることも何ら問題ないという

ことですけれども、あの小さな踏み切り板のところで、手すりも何にもないところで靴を

脱いでスリッパに履きかえる、これはそう簡単なことではないと思うのです。何よりも利

用する町民の立場に立って考えていただきたいと思うのです。来年度の予算については、
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決定されていないかと思うのですけれども、ぜひ町立の建物、しかも診療所です。こうい

う建物についてのバリアフリー化、特別体が不自由な人でなくても少し年齢がいった人、

どこも不自由でなくてもバリアフリーが大変都合がよいというか、バリアフリーでなくて

困る人はいるけれども、バリアフリーで困る人はいないわけです。狭さと段差をぜひ改修

すべきだと思いますけれども、やはり全くそんなことは考えられないということでしょう

か。 
〇議長（石神忠信君） 竹内保健福祉課長。 
〇保健福祉課長（竹内義博君） まず、トイレにつきましては、車いす利用者のことを当

初から考えていなかったのかということでございましたけれども、これらにつきましては

２７年前ですか、に建てられておりますけれども、これらにつきましてはちょっと私のほ

うではどのような形でその当時は建てられたのかということに対しては掌握はしておりま

せんでした。現在では車いす利用者に対してはトイレの使用に対してはかなり難しいとは

思います。そういう方がいらっしゃれば職員のほうで介助を行うという話もしておりまし

た。また、スロープにつきましては、途中から車いすの利用者が利用できるようにという

ことでスロープを設置しております。ただ、手すりにつきましては、これにつきましても

職員にちょっとお聞きすると逆にスロープをつけることによって車いすの利用者、それか

らまた介助が必要な方がいらっしゃったときに手すりがあることによって逆に狭くなって

邪魔になるということでありました。また、町民の立場に立った考え方であってほしいと

いうことでありますけれども、常に保健福祉関係では町民の立場に立って考えていきたい

ということから職員に今回の件につきまして質問をしてきております。バリアフリー化に

つきましては、今後の一つの課題だろうということで考えております。 
 以上です。 
〇議長（石神忠信君） 本多さん。 
〇２番（本多夕紀江君） ３回の質問が終わりましたので、これは質問ではないのですけ

れども、この診療所が建った２７年前どういう考えで建てたか知らないということですけ

れども、そういうことをお聞きしているのではなくて、２７年も前に建ったのだからつく

りが昔のつくりであるのは仕方ないだろうとは思うのです。でも、今の時代、現状に合わ

せて改修すべきではないかということを言っているわけです。平成１９年にトイレに両用

型便座を設置したとおっしゃいますけれども、ふだんこれは使われていません。あの狭い

場所に両用型便座をぽんとかぶせてもかえって邪魔になるだけだと私は思うのです。そん

な話もお聞きしておりますので。改修するのに何千万というお金がかかるわけではないと

思うのです、トイレと玄関で。何とかスペースを広げて、もう少し自分の住宅だったらど

うするか、自分がしょっちゅう行くところだったらどういうのがいいのかとか、そういう

ことも考えていただきたく思います。 
 以上で質問を終わらせていただきます。 
〇議長（石神忠信君） これで本多さんの質問は終了いたしました。 
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 引き続き、受け付け番号３番、議席番号６番、柳澤さん。 
 柳澤さんにお願いしますけれども、途中で昼食の時間になりますので、区切りのいいと

ころで休憩をとりたいと思いますので、その点ご了承お願いいたします。 
〇６番（柳澤雅宏君） 私は、今回３点について質問したいと思います。 
 まず、１点目ですが、これから予算編成を迎えるわけで、そのことに関し町民生活アン

ケートによる予算編成をということで質問させていただきます。毎年次年度予算編成前に

「町長がおじゃまします」を実施しておりますが、参加者がごく少数であり、参加メンバ

ーも固定化しているようであります。このような状況で町民の幅広い意見が町政に反映さ

れる懇談会になっているかどうか大変疑問を持っております。景気の低迷で生活苦にあえ

ぐ町民や高等教育を受けられない子供がいる家庭、それから自己負担の大きさから医療機

関を受診できないようなお年寄りもふえているように思います。町民が今一番行政に望む

ものは何か。町政への要望を吸い上げて、それを政策決定する新たな仕組みが必要ではな

いかというふうに考えます。町民生活の重視、選択と集中を町政の柱に位置づけるなら、

全成人を対象に項目を絞り込んだ生活アンケート、これは仮称でありますが、そういうも

のを実施して、その結果や方向をもとに予算編成に取り組むべきと考えておりますが、こ

のことに対し町長の所見をお伺いしたいと思います。 
〇議長（石神忠信君） 町長。 
〇町長（野邑智雄君） 柳澤議員の町民生活アンケートによる予算編成について、私から

お答えをいたします。 
 まず、町民が行政に対し期待する事務事業等を私ども行政が把握をして、優先度の高い

事務事業等から実施をすることは大変有意義なことであります。今までも町としては総合

計画の策定などに町民のアンケートを実施をし、町民の意向を計画に反映をさせてまいり

ました。このような手法を予算編成にも取り組むべきとの質問でありますが、現在は一年

でも早く町の財政を立て直し、早期健全化団体からの脱却を目指す時期であり、今すぐに

実施することにはなりませんが、健全財政に一定の見通しがついた場合に今のような考え

方をしていきたい、このように思います。 
〇議長（石神忠信君） 柳澤さん。 
〇６番（柳澤雅宏君） 健全財政に一定の見通しがついたらという話ですが、私は何も町

民のアンケートを聞いて、それをすべからく大盤振る舞いしなさいということを聞いてい

るわけではないので、かえって財政が逼迫したことによってなかなか今行政サービスが行

き届かないところがきっとあるのだろうと。先ほど東海林さんがいわゆる事業仕分けに関

して質問されましたが、これは言えば無駄をなくすという、東海林さんは全体的に見直す

ということも必要だということですが、そこの中で町長もやっぱり限られた予算を効果的

に施策に振り向けていくと。私が言いたいのはここなのです。いかに効果的に施策に振り

向けていくか。そのときに町民が今一番望んでいるのは何か。これは、やっぱりそれぞれ

の階層、それぞれの生活環境で私は異なると思うのです。やっぱり高齢者の方で、例えば
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具体的な例を言いますと私の母がこの暮れに病院に入院いたしました。これは単なる転ん

で打撲で、骨にも異常ないということで、痛みがとれるまで入院していなさいということ

で入院しました。１１月の中から今月の１１日に退院したのですが、１２月の病院の請求

書が来ました。これが３万５，０００円です。特に薬を与えられたわけではない、点滴を

受けたわけではない。これは１１月分。１２月、恐らく２万かそこら来るのかな。そうす

ると、大体大した、大したということではないのですけれども、そういう治療もしないで

約６万。そうすると、やっぱり年金暮らしの人らなんかは本当に病院にかかれるのかなと。

年金暮らしで一人で生活している高齢者というのは、今一番不安に思うのは何なのだろう。

あるいは、乳幼児を抱えた若い人たち、町長はできれば２２年度以降乳幼児の医療費を無

料化したい、それは大変結構なことで、やっぱりそういう人たちが一番不安に思っている

のは一体何だろう。そこの中でもまずでは一番先に施策として生かすことは何だろうとい

うことを私はやったほうがいいのではないかと。財政が緩くなって何でも対応できるのは、

それはそれでいいですよ。ですけれども、今その財産がない中でどこに重点を置いたらい

いかを把握するために私はやったらいいのではないかということを申し上げたので、その

点についてもう一度お聞きしたいと思います。 
〇議長（石神忠信君） 町長。 
〇町長（野邑智雄君） これは、とらえ方の問題もあると思うのです。私は、町民にアン

ケート実施をした場合に、そのアンケートに答えた人はその自分の答えた部分について大

きな期待をして出すと思うのです。そういう意味合いからすると、本当に出してくれた人

たちのほとんどのアンケートの実施状況が難しい状況だとしたら、多くの町民の皆さん方

のアンケートに協力してくれた方々に期待にこたえられないような状況になってしまうと

本当に申しわけないアンケート調査の実施に終わってしまうと、こう思います。そういう

意味では、ある程度期待にこたえれるような財政状況のもとで町民の人たちが本当に町に

期待をするようなものに行政としてもこたえれる環境のもとでやるのが私は一番安定的に

アンケートに答えてくれた人たちにこたえることになるのでなかろうかなと、私はこうい

うぐあいに考えます。それぞれ考え方が違いがあろうかと思いますけれども、私は決して

大盤振る舞いをするためにそういうことを言ったわけでなく、できるだけアンケート調査

を実施をした場合多くの人たちにこたえれるような環境のもとで実施をしたいと、こうい

うような考えを持っているということでご理解をいただければなと、このように思います。 
〇議長（石神忠信君） 柳澤さん。 
〇６番（柳澤雅宏君） 町長の今言われたことも私も十分に考えられることなのかなと。

アンケートをするということはやってくれるのでしょうというような誤解を受ける、誤解

と言ったらいいのか、そういう期待をさせてしまうという側面も私は確かにあろうかなと

思います。ただ、いわゆる総合計画の作成でもアンケートをとってやってきたよといいま

すけれども、これらも総合計画を作成するためにやってきたアンケートでありまして、そ

れからもう年数はかなりたっていますよね。そして、我々の生活環境ももうこの当時から

- 26 - 
 



見れば物すごく私は変わっていると思うので、アンケートをとることによって変な期待感

を持たせるという点も私はわからないわけではありませんけれども、何がしかの方法で、

先ほど東海林さんも言われましたけれども、やっぱり町民の意向というのを把握すべきだ

ろうと。案外こちらで思い込みでやっているところが本当にないとは私は言えないと思う

ので、何がしかの手法をとって町民の意向を町政に反映させれるような手段を講じていた

だきたいというふうに思いますが、この点についても一応答弁いただきたいと思います。 
〇議長（石神忠信君） 町長。 
〇町長（野邑智雄君） アンケート調査がいいのかどうなのかという方法論はあると思う

のです。ただ、アンケートのやり方にもいろいろ方法論があると思うのです。こういう部

分についてどう考えるかだとかそういうやり方もあろうかと思います。ただ、今それぞれ

の課に２２年度の予算の考え方は全部私ども、私どもって財政のほうで提出をしてもらっ

ていますから、それが２２年度の当初予算に間に合うかどうかということは別にして、そ

ういう方法論もひとつ検討の材料として考えてみたいなと、こういうことでご理解をいた

だければと思います。 
〇議長（石神忠信君） 柳澤さん。 
〇６番（柳澤雅宏君） それでは、期待しておきたいというふうに思います。 
 時間ですので、昼食にしてください。 
〇議長（石神忠信君） それでは、ご希望がありましたので、ここで昼食のため午後１時

まで暫時休憩にいたします。 
 

休憩 午前１１時５５分 
再開 午後 １時００分 

 
〇議長（石神忠信君） それでは、休憩前に戻り会議を続けます。 
 一般質問を続けます。 
 柳澤さんの２問目からお願いします。 
〇６番（柳澤雅宏君） それでは、２問目の質問に移ります。 
 職員採用についてお伺いしたいと思います。来年度採用見込みの町職員は何人なのか伺

いたいと思います。また、この新規募集に何人が応募し、募集から採用に至るまでの手続

はどのようになっているのか。また、長年嘱託職員として勤務している方の身分は法的に

どのように位置づけられるのかお伺いします。 
〇議長（石神忠信君） 町長。 
〇町長（野邑智雄君） 職員採用について、総務課長に答弁をいたさせます。 
〇議長（石神忠信君） 遠藤総務課長。 
〇総務課長（遠藤義一君） 職員採用について私のほうからご答弁申し上げます。 
 来年度の採用見込みは２名であります。職員の採用につきましては、従前より宗谷町村
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会における宗谷支庁管内町村職員採用資格試験１次試験合格者を対象として２次試験、面

接を行い、優秀な方を採用することとしているところであります。本年度の１次試験合格

者は、上級、初級、消防を含め３１名ですが、本町を希望していた受験者１名につきまし

ては１次不合格となったところであります。そのため町村会１次試験合格者名簿登載者の

中で本町の採用試験受験を希望する方４名おられましたので、２次試験、面接試験を１２

月２日に行い、２名を内定したところであります。今後健康診断書、履歴書等の正式提出

により、正式採用の決定を行うものであります。 
 嘱託職員として勤務されている職員につきましては、地方自治法第１７２条第３項ただ

し書きによる臨時の職員のうち、中頓別町準職員取扱要綱に基づき身分等の位置づけを行

っているところであります。 
〇議長（石神忠信君） 柳澤さん。 
〇６番（柳澤雅宏君） まず、２次試験、面接を行ったということなのですが、これは一

体だれが面接を行ったのかお聞きしたい。 
 それから、４名の受験者から２名に内定をしているということなのですが、この際面接

において４名から２名に絞り込んだときにどういう点を重要視してこの２名に決められた

のか、その点をお伺いします。 
 それから、職員採用については、当町においては条例も規則もないわけで、採用に当た

ってどのような根拠や基準を持って行っているのか、その点についてお伺いしたいと。 
 それから、臨時職員のことなのですが、中頓別町準職員取扱要綱に基づいてということ

ですが、この要綱というのは内規的なものだと私は思うのです。いわゆるマニュアル的な

もの。それで、これはその要綱に基づくのはわかるけれども、これは採用が先なのか、要

綱が先なのか、鶏が先か卵が先かみたいなところちょっとあるのかなというふうに思いま

す。私が聞きたいのは、地公法上でどういう身分になるのか、扱いになるのか。私は、こ

こに臨時職員のうちというふうに書いてあるので、嘱託職員といえども臨時職員の扱いに

なるのだろうというふうに思います。もし臨時職員だということになれば当然６カ月以内、

再度延長したとしても６カ月以内ということで、１年を超えるということは本来できませ

んよね。その点についてどうも身分があいまいなので、やっぱり臨時の職員なのかどうか、

そこら辺をどう押さえているのか。それで、前もって言っておきますけれども、では臨時

職員なら嘱託職員を置くのはおかしいでしょうということになる。では、今の職員をどう

するかという話になるので、私はたとえ妥当だとは言えないにしても今までずっと長年そ

ういうふうに採用してきているわけですから、当然職員の身分というものも保障してやら

なければならないし、人権上もそれはもう首にするよということにはならないと思う。た

だ、はっきりさせておいたほうがいいなと、あいまいにはしておかないほうがいいなとい

うふうに思うので、率直なところそれをどうとらえているのか、その点をお伺いしたいと

いうふうに思います。 
〇議長（石神忠信君） 遠藤総務課長。 
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〇総務課長（遠藤義一君） まず、１点目、面接はどなたが行ったのかということであり

ますけれども、面接につきましては行政側から米屋教育長、それと直接担当である私、そ

れから民間の方から長寿園の水澤施設長、それと中頓別・浜頓別町森林組合の峰友組合長

の４人であります。 
 それから、４名から２名にしたのはどんな点かということですが、基本的に人柄を重視

した形の中でそれぞれの委員さんが率直に評価をした中で決めているというところであり

ます。特に行政の我々の部分につきましては、身近な行政職場ということもありまして、

窓口対応等もあります。そんな意味からいけば、地域住民の方とのコミュニケーションを

とっていただける、特にその辺については重要視をしているところかなというふうには思

います。 
 それから、採用に当たって根拠や基準みたいのはあるかということですが、基本的には

私どものほうでは面接に関する部分については持っておりません。特別そういう基準を設

けているものは従前からもありませんし、今回の部分についてもそういう根拠を持ってい

るものではありません。 
 それから、４点目、嘱託職員、地公法上どんな身分なのかということですが、基本的に

は先ほど議員がおっしゃったとおり臨時の職員の身分であるというふうに考えております。

しかしながら、ここについては６カ月間、２回までの更新ということが大原則になってい

ることは重々承知はしております。この件につきましては、平成１７年の第４回定例会で

従前星川議員が同じような質問を実はされておりまして、そのときにも町長のほうからも

答弁をさせていただいていて、それらの身分の取り扱いについて位置づけを何とか整理す

る方向性はないのかというふうなことでしたけれども、なかなかこの辺については昭和５

１年にこの取り扱い要綱ができて、当時のいろんな情勢を踏まえた上で正職員と同等な職

員として嘱託職員という取り扱いで採用してきた経過がありましたので、今後については

そういう取り扱いはほとんど考えられませんし、今の部分では新たなそういう職員の採用

というのはもうないというふうに考えてよろしいかなというふうには思っております。 
〇議長（石神忠信君） 柳澤さん。 
〇６番（柳澤雅宏君） まず、面接に当たった方、米屋さん、遠藤さん、そこら辺は町職

員が対応するという点では妥当なところなのかなと。あとは、水澤さんと峰友さんですか。

このお二方が面接官に当たられたその根拠というのは、どういうことでこのお二人になっ

たのということです。その点をやっぱりもう一度お聞きしたい。 
 それで、そういうふうに昔は、私の父親が議員なんかやっていたころには当然職員の採

用の中で議員の横やりというか、横暴というか、そんなもの何とか入れろなんていうのが

まかり通った時代もあったのかなと。今は先ほど説明がありましたように町村会の１次試

験というのがあるので、そういうことはおおよそないのだろうというふうには思いますが、

町民からするとやっぱりだれが一体選んで、だれがどのような基準でどう対応して選んで

いるのかというのが私は見えないと思うのです。そして、言われたように何で水澤さんが
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選ばれ、峰友さんが選ばれたのかというのも明確でない。やっぱりさっき条例や規則がな

いと言ったけれども、ほかの町村ではそういうことをきちっと整備している町村もあるの

で、やはりそういうものが整備されて、それに基づいて採用を行っていますよということ

になれば町民も理解できるのではないかなというふうに思いますので、そういう条例や規

則を整備していく考えがあるかどうかお聞きしたい。 
 それから、準職についてもう一度、今いる方は私は仕方ないと思います、人道的にも。

それで、言えばこれが町で行っているということが結構やっぱり町内に影響を与えている

のです。特に身内的なところなので、あれなのですけれども、農協の職員がまさにこれな

のです。正職がいて、嘱託職員がいて、臨時がいて、パートがいて、ではそれぞれ正職で

ない人たちの仕事がきちっとそしたら嘱託は嘱託、臨時は臨時、分かれているのかといっ

たら、嘱託の中でも異動があったり、言えば金融の窓口が嘱託職員、金庫番がパート、そ

んなことがまかり通っているのです。それというのは、やっぱり役場でも嘱託職員がいる

でしょうというような、私も農協でそれはおかしいだろうと、採用のときも嘱託がいたり、

一般職がいたり、それは仕事で分けているといいながらも年数がたってきたら仕事は動く

わ、嘱託職員がいつの間にか正職にはなっているわというので、こういうのがやっぱり町

であるというのがかなり影響している。だから、町がこれは適正なものではないですよと

いうことを明確にすることが私はそこら辺の町内の職域も見直していくきっかけになるの

かなというふうに思います。確かに今遠藤課長が適法とは言えないということなので、今

いることはともかくとして、今後将来的にもこういう採用はしないと明言されるのか、以

上の点もう一度お聞きしたいと思います。 
〇議長（石神忠信君） 町長。 
〇町長（野邑智雄君） 私からお答えをいたします。 
 まず、民間人を町職員の採用にお願いをしたと、面接官にお願いをしたということにつ

いては、私が総務課長に指示をいたしました。というのは、まず私どもの視点で職員の採

用を面接官として面接をする視点と、それから民間で多くの職員を採用してきたトップの

方々の視点と、やはりそういうものを導入した中で言えば将来的に４０年近く勤務をして

もらう職員を間違いなくすばらしい職員を採用したいという視点であります。そういう意

味で民間のノウハウ、または人を見る目をかしていただいたと、こういうことであります。

そういう形で決まりがなければおかしいのではないか、こういうようなご指摘もありまし

たので、そういう面については今後検討させていただくと、こういうことでご理解をいた

だければなと思います。 
 また、２点目の嘱託職員の関係でありますけれども、私が言えば管理者等々になってか

ら嘱託職員を採用したことはありません。私は、内々では嘱託職員の身分等については地

方公務員法の２２条にも違反をしている職員であると。また、地方自治法の１７２条で言

う正職員と臨時、または非常勤の職員にも値をしない職員であると、こういうことは十分

認識をしておりますから、そういう意味で今まで嘱託職員の採用をしたことはありません
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し、今後も私がいる間はすることは考えておりません。しかし、そういう中でそういう身

分にある職員を少しでも正職員に近づけてあげたいなという気持ちは十分持っています。

また、臨時職員についても地方公務員法２２条で６カ月２回までと定められております。

しかし、それを厳格にやっていくと、これは大変な人件費の増につながっていくと。そう

いう面では、少しでも人件費の増を抑えながら、住民のサービスを低下させない方法論と

して臨時職員は要綱をつくって何とか賃金でお願いをしておりますけれども、そういう面

も少しずつ改善をしていきたいなと思います。今お話ししたとおり、今後私の任期中につ

いては嘱託職員のような形の採用はあり得ないと、考えられないと、こういうことでご理

解をいただければと思います。 
〇議長（石神忠信君） 柳澤さん。 
〇６番（柳澤雅宏君） 了解いたしました。 
 それでは、３点目について移りたいと思います。３点目は、一流の、中頓別づくり推進

事業についてお伺いします。監査委員から一流の、中頓別づくり推進事業についての定期

監査結果が報告されました。補助金が支出された地域ふれあい子どもキャンプ事業では実

行委員会のメンバーがだれも参加していないほか、職員の公務出張扱い、事業実績報告書

を町職員みずからが作成していたことなど補助事業としての適格性を指摘されております。

指摘を受けた６項目についてどのように対処するのか、また町長はこの事業に対しどのよ

うな根拠で補助金を支出されたのかお伺いします。 
〇議長（石神忠信君） 町長。 
〇町長（野邑智雄君） 一流の、中頓別づくり推進事業について、私から答弁をさせてい

ただきます。 
 今回の補助金の交付に当たっては、審査委員会の審査結果を受けて承認をいたしました。

監査委員からの指摘事項については、担当課に対し早急に対応するとともに、経過と事業

関係を調査するよう報告を指示しております。なお、審査委員会の審査委員でありますけ

れども、総務課長と総務課参事、教育次長、保健福祉課長、産業建設課長の５名でありま

す。 
〇議長（石神忠信君） 柳澤さん。 
〇６番（柳澤雅宏君） 審査委員会の審査結果を受けて承認したというのは、それは私も

わかります、要綱にも書いてあるので。それはわかるのですが、町長がこの事業が妥当だ

と思って承認したのかどうかということをお聞きしたいわけです。特にこの事業が重要性、

緊急性が本当にあるのか、そこら辺をどう判断されたのか。審査委員会が審査したとはい

え、これを最後支出する責任者は町長でありますから、そういう最高責任者として判断さ

れたその根拠についてお聞きしたいということであります。 
 それから、今事実関係を調査して報告するように指示を出しているというのですが、こ

の監査委員さんが監査報告を出したのが１１月の１１日ですよね。それで、きょうは１２

月１３日、もう１カ月過ぎているわけですよね。それで、これはそんなに時間をかけて調
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査しなければわからないようなことですか。そこが私はちょっと、もうこれはすぐ二、三

日で結果は出るだろうと。それで、７月の２７日に実施して、１０月の２３日に報告、間

３カ月ありますよね。それで、これ担当課長、それ何も思わなかったのかなと。あるいは、

この報告書が出たときにこれはおかしいと担当した方が思わなかったのかな、何で調査な

んていうことをしなければならないようなことなのだろう。それで、やっぱりきわめつけ

は、この問題が定期監査、これをやらなければ表に出なかったのかいということです。こ

れを見て、これはおかしいよということで自助浄化というか、みずからこれはもうだめだ

と、適正でないという判断をどうしてされなかったのかなと。その点が私は疑問が持たれ

る。実行委員会というのは何。実行するための委員会でしょう。その人がだれも参加しな

い実行委員会ってあり得るの。こういうことだって報告書見たら、担当課長これはおかし

いのではないかと気づきませんか。そして、それに対して実行する人がいないからと役場

職員が公務でこれについていくの。そしたら、これから町民が何か企画したら、私ちょっ

と都合つかないので、行ってくれますかと言ったら町みんな対応するの、これ。だから、

そこら辺どうして自助浄化できなかったのか、その点をまずお聞きしたい。 
 それと、私はこれはやっぱりまずかったと思う。ならば、補助金の４万円、それから町

職員３名が公務扱いで出された旅費の８万４，３６０円、これは早急に返還させるべきだ

と思います。そのことについて何でそんなに時間がかかるのか、どうして自助浄化ができ

なかったのか、それから早急に補助金、それから公務扱いとしたものは返還させるべきだ

と思いますが、以上３点についてお聞きします。 
〇議長（石神忠信君） 町長。 
〇町長（野邑智雄君） まず、私からこの事業を一流の、中頓別づくり事業としての補助

金の交付に認めたのかと、こういうようなご質問がありました、根拠的なものですね。根

拠と言われますと、私でいけばこの要綱の第７条目に事業計画書の内容を審査委員会が審

査をしたり、または関係者より意見を聴取して補助金の交付の可否を決めて、町長に意見

するものとあると。私は、審査委員会で補助金を決定をするということに決まった、それ

をもとに認めたよと、こう言わざるを得ないのかなと思います。ちょっと無責任かもしれ

ませんけれども、そういうようなことになります。中身について細かいことについては、

担当課長に答弁をいたさせますけれども、監査委員から指摘がありまして、その後担当課

長のほうに内容を調査しなさいと、こういうようなことを言っておりますから、今までの

調査結果なり、またはご指摘のあった質問等について答弁をいたさせます。 
〇議長（石神忠信君） 小林まちづくり推進課長。 
〇まちづくり推進課長（小林生吉君） 私から残った点等についてご説明をさせていただ

きたいと思います。 
 まず最初に、この事業の補助金の使い方について問題があったと、あるという認識を持

っておるということについてあらかじめ申し上げた上で、少しこの事業がどういう経過で

実施されたのかという点等についてお話をさせていただきたいというふうに思います。そ
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もそもこの地域ふれあい子どもキャンプ事業でありますけれども、これにつきましては私

どものほうで所管をしておりますそうや自然学校における中頓別いいとこ探し隊という子

供体験事業の中の一環として、もともと町サイドのほうであったこの事業を企画をして実

施しようということになったものであったということであります。昨年度利尻富士町さん

のほうから大変大勢の方がお越しいただきまして、自然学校を使っていただいております。

その際からぜひ来年は今度は利尻富士町にというようなお誘いを受けていたようでありま

して、この春になりまして担当から改めてこの事業の中で利尻富士町への子供たちの派遣

事業を取り組みたいと、そういうことになったということであります。それで、町、教育

委員会あわせて協議をして、せっかくの申し出ということもあるし、子供たちの自然体験、

宿泊研修、そういう意義を考え、実施をしようということになったということであります。

ただ、その中でどうしても問題になったのは、派遣に当たって生じる子供たちの経済的な

負担の部分と、参加費負担の部分ということがありまして、それを何とか軽減するという

ようなところから一流の、中頓別づくり推進事業の補助要綱を使ってというようなことに

考えるに至ったということであります。ですから、先ほども申し上げましたようにこのや

り方が適切かどうかというところ問題がないという認識でやったということでは必ずしも

ありませんけれども、今までの派遣交流事業等においても、全く同じではありませんけれ

ども、同じようなフレームというか、枠組みで実施してきた経緯もあったということから、

今回のような形になっているということであります。 
 それで、今回の実行委員会につきましては、今言いましたように参加していただく子供

たちのために参加費用を負担していく方法として派遣に取り組んでいただく母体を考える

ということになりました。その中で、児童クラブの父兄組織がありまして、そちらのほう

に担当職員が出向いて相談をして、それであればその父兄組織を母体とした実行委員会と

いう形をとってやろうということになったということであります。実行委員会の名簿の中

には入っておりませんけれども、今回行った父兄のうち１名につきましてはその父母会に

属するというメンバーになっています。当初は都合がつけば多くの父兄は参加しようとい

うことで話がされているというふうに聞いています。結果としては、今申し上げたように

１名だけということになっておりますけれども、そういう趣旨であったということであり

ます。ということでありまして、適切ではないかもしれませんけれども、もともと自然学

校の事業として取り組もうということで取り組んだ部分でありまして、自然学校の職員に

ついても子供たちに充実した研修を受けていただくということと安全、健康管理、そうい

った視点から最低限必要な職員数での派遣を考えて、この事業に至っているということで

あります。補助金に関しても交通費であったり、向こうでの体験活動に係る費用について

は補助対象にするけれども、食事に係る部分については対象外にするというような、何と

か最低限のところにとどめていただいて助成をするというような考え方に立ったというこ

とであります。 
 先ほど時間が経過しているのにまだ調査結果が出ていないということでありますけれど
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も、私どものほうでは報告の概要についてまとめておりまして、今総務課長と教育次長の

ところには提出をして、中身をちょっと精査をしていただいているということでありまし

て、足りない点などを含めてもう少し補筆をして、最終的に町長、教育長に報告を上げさ

せていただくというふうに考えているところであります。 
〇議長（石神忠信君） 補助金返還の件についてはどうでしょう。 
〇まちづくり推進課長（小林生吉君） この辺について私どもが最終判断をしているわけ

ではありませんけれども、先ほど言いましたように職員については公務ということで出張

命令をとって派遣をさせていただいております。そういう意味で公務としての取り扱いと

いうのが適当というふうに考えておりますし、一流の、中頓別づくり推進事業の手続とし

てというか、趣旨としてこういう取り組み方に全く問題はなかったと言えなくはないかも

しれませんけれども、事業の目的、趣旨、それから対象とした補助の範囲という意味では

決定していただいたとおり妥当と認めていただけるのではないかというような考え方を持

って今報告をさせていただいているところであります。 
〇議長（石神忠信君） 柳澤さん。 
〇６番（柳澤雅宏君） それは、考え方の相違だと言われたらそれっきりだと思うのです

けれども、私はちょっと今の説明では無理があるのでないかなと。そうや自然学校の事業

としてやるのなら、それはそっち側でやればよかったのでないのと思うのだ。きちっと分

けて、そしてそれに職員がつくのならそれできちっと出張派遣、出張させればいい。何で

この事業を使ってそこまでやるのだということなの。だって、これは住民が自主的にやる

ものに対して本来出すべき補助金でしょう。それを創造させるためにこの事業をつくった

わけでしょう。それで、実行委員会があるわけでしょう。実行委員会がないのならいいよ、

そうや自然学校の事業でやるのなら。だから、それならそっちでやりなさいと言っている

の。だけれども、これは町民が自主的にやってもらうものに補助金を出しているわけでし

ょう。だから、実行委員会があるわけでしょう。では、何でその実行委員会の方が一人も

参加しないの。それは５人いるうち１人ぐらい都合悪くて参加できないというのは、それ

は何ぼでもあり得ることだからわかります。だけれども、参加できる４人がしっかり引率

して、子供たちにキャンプやらせればいいことでしょう。何で役場職員がついていくの。

それがおかしいと言っているの。この事業に関しては、決算審査や何かでも利用が少ない

のならもう少し使い勝手のいいようにしたらいいよというのは何回も言われているわけで

しょう。それを手つけないでおいて、いわゆるしゃにむに理由づけしてこの事業をやって

いるようにしか思えない。だから、そうや自然学校でやるのならそっちでやるべきではな

かったのですか。そうすればやっぱりこれは出張旅費なり、事業はやったのは子供たちな

ので、それを返させるというのは大変酷だし、このことで一番迷惑するのはその参加した

子供たちですよ。子供たちは何の罪もない。私は、本来そうあるべきではないですかとい

うことで質問したので、もう一度その点についてお聞きします。 
〇議長（石神忠信君） 小林まちづくり推進課長。 
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〇まちづくり推進課長（小林生吉君） 今お話のありましたように、もともとそうや自然

学校が取り組む事業であればそうや自然学校として取り組むと、おっしゃるとおりだとい

うふうに思います。ある意味実際そういうふうにしているというところがありまして、先

ほど言いましたように子供体験事業、中頓別いいとこ探し隊の事業の一環としてこの事業

をやって、職員についてはそういう趣旨で参加をしていると、子供たちも引率していると

いうことなのであります。それで、先ほども言いましたようにその場合、では参加してい

ただく子供たちの参加者負担というのをどうするかというところのどういう形で負担を軽

減するかというときに、先ほど来申し上げているようにそれはこの事業を使うことが適当

だったかどうかというところは十分私どもだけではなくて検証していただく必要があるか

と思いますけれども、結果としてこの事業を使うことになったと、使ってしまっていると

いうことであります。今後について言えば、こういうやり方ではなくて改めて実施の仕方

ということについては考え直したいというふうに思います。 
 それと、実行委員会という形をとっておりますけれども、監査委員さんのご指摘もあり

ますけれども、実質的には参加者の負担軽減を図るための受け皿というような側面で組織

したというか、町のほうから働きかけて組織をしていただいた実行委員会というような形

になっているものでありまして、先ほど言いましたようにもともとはその中から参加して

いただけるという想定をしていたところでありますけれども、あそこに書かれているメン

バーからは結果的にはだれもご参加いただいていませんけれども、もともとの母体である

児童クラブ父母会からは参加もしていただいておりまして、そういう面では最初からただ

受け皿だけを考えたということではないということもまたひとつご理解をいただきたいと

思います。結果としては、議員言われるようにそういう結果になっておりますので、取り

組み方等については十分検証し、以後については見直しを図りたいというふうに思います。 
〇議長（石神忠信君） 柳澤さん。 
〇６番（柳澤雅宏君） ３回の質問は終わったのですけれども、私は…… 
〇議長（石神忠信君） 特にもし質問があれば。 
〇６番（柳澤雅宏君） ないですけれども、非は非としてしっかり認めるという勇気も私

は持っていただきたいというふうに一言申し上げて、終わります。 
〇議長（石神忠信君） これで柳澤さんの一般質問は終了いたしました。 
 引き続き、受け付け番号４番、議席番号５番、星川さん。 
〇５番（星川三喜男君） 私は、今回２点ほど大きな見出しで聞いております。その中で

また１問目は細かく４分割に分けて聞いておりますので、よろしくお願いいたします。 
 まず、１点目、医師給与の引き上げと財政健全化についてでございます。今定例会中に

医師給与の引き上げ条例が提案されると伺っております。今まで説明も受けておりますし、

今回常任委員長の報告もございました。その中で、近隣町村の給与額を参考に新たに俸給

表を導入し、毎年給料月額は４万円ずつ自動的に上昇していく仕組みになっています。過

疎、僻地では医師不足が常態化している折、医師給与の引き上げ、つなぎとめの対策その
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ものではないのかなと思っております。病院運営は、地方公益企業として独立採算制が基

本であり、収入確保の見通しがなければ支出も見込めないわけであります。国保病院事業

の前年度決算では、約１億８，０００万円を一般会計から繰り出ししております。町民の

血税による赤字補てんにも限界があり、本町の医療体制の変革に着手しなければ町の存続

が危うくなると思っております。早期健全化団体となり、財政再建中にある町の行政の責

任者として、この問題をどのようにとらえているのか次の点をお伺いいたします。 
 まず、１点目に、今年に入り院長の給料は８万円引き上げられ、月額８８万円になって

います。条例に基づけば町からの給料だけでも年間２，０００万円となり、本町の人口規

模から見ても決して低い額ではないと考えます。医師給与の引き上げは、本人からの要望

によるものですか。 
 ２点目、本町では医師不足に備え医師及び看護師等の養成に関する条例を制定し、現院

長は町から６年間にわたり月額１０万円の助成金と委託養成費を受けて医師になられてお

ります。この条例には、医師免許取得後養成を受けた期間に相当する期間本町に勤務しな

ければならないと定めています。委託養成費は毎月返還されていると聞いておりますが、

今回の医師給与の引き上げ分はこの返還額に相当する額でしょうか。 
 ３点目、医師の給料はそれぞれの町村ごとに収益や受診者数、それと医師の年齢や将来

の財政見通しなどを勘案して、独自にその町、町で決めるべきではないでしょうか。 
 ４点目といたしまして、町内には診療所もあり、病院経営の収入を分け合うような形に

なっていると思います。人口２，０００人の町としては、医療機関は私は多過ぎるのでは

ないかと思っております。このままでは共存どころか両方が共倒れになると予測もされま

す。一例として、診療所の医師を国保病院に迎え入れるような医療機関の統合調整に尽力

すべきではないのか、この４点をお願いいたします。 
〇議長（石神忠信君） 町長。 
〇町長（野邑智雄君） 星川議員の医師給与の引き上げと財政健全化について、私からお

答えをいたします。 
 まず、１点目でありますけれども、給与引き上げは本人からの要望によるものかと、こ

の問いにお答えをいたしますけれども、当町の医師給与水準は現院長が就任後、近隣町村

国保病院や全道の地域医療を担う医師と比較をすると大変低い給与水準であることは３月

の条例改正時にご説明をしたとおりであります。繰り返しになりますけれども、当町の医

師として、そして院長としての重責の４年８カ月間の勤務実績を評価をし、給与条例の改

正をしたものであります。 
 ２点目でありますけれども、委託養成費の返還と本町医師の給与水準の引き上げは別な

事案であります。返還額と連動した考え方は持っておりません。 
 次に、３点目でありますけれども、各市町村の医療を取り巻く環境はそれぞれ違いがあ

り、特に僻地と言われる地域医療を担う町村は医師確保に大変苦慮し、給与水準が高くな

っている現状にあります。一般的には都市部での医師給与の決定はご指摘のとおりと思い

- 36 - 
 



ますけれども、僻地では現在のように医師不足の環境の中で優秀な医師を確保するために

は医師の給与も高水準にならざるを得ない、このように考えております。 
 次に、４点目でありますけれども、医師の開業に対する制限はありませんし、町民にと

って受診の自由と利便性もあることから、このような状況が続いているものと考えており

ます。当面する町の医療については、現院長を中心に町民に必要とされる病院機能を維持

することとしており、具体的な統合調整等について現時点では考えておりません。 
 以上、答弁をさせていただきます。 
〇議長（石神忠信君） 星川さん。 
〇５番（星川三喜男君） それでは、再質問させてもらいたいと思います。 
 この医師給与の引き上げ等について私もこの３月、ことしの第１回定例会にも、引き上

げについてですけれども、質問させてもらっております。そのときにも院長さんが来られ

まして今までの４年８カ月、本当にこの町で一生懸命努力してもらっていることはわかり

つつも、これから再質問させてもらいたいと思います。先ほど言ったように３月の条例改

正案で給与の引き上げをしたばかりで、なぜ年２回もの条例改正案が提出されるのかとい

うことも一町民からも聞かれております。その中でではこの改正案の内容等も出されたこ

とも町民に知らせながらも、やはり一町民にすれば何でそこまで上げるのよというような

声も聞いております。そういうことからして、今回の条例案に先立ちまして当院長から町

長あてにいろんな要望書が送られてきておるのも議員皆さんが今回目にしたところでござ

いますし、その中にはいろいろとご苦労なところも書かれておるのも私たち議員もわかり

ますけれども、こういうことを出されるということは改正案が通るだろうその給料額に対

して院長は満足されていないのでなかろうかなと思っております。また、職員から給与引

き上げ要望があり、事実上それに屈するとしたら、町の前途は危ういと私は思っておると

ころでございます。それがまず１番目の再質問にさせてもらいます。 
 それと、２番目ですけれども、値上げの誤解は招かないように全額養成費を返還してか

ら給与等の引き上げを検討すべきではないのかと思いますし、あるいは義務年数ですか、

そのとき終わった時点で検討すべき問題ではないのかなと私は常日ごろ思っているところ

でございます。 
 それと、３点目につきましてですけれども、１年で約４万円の定期昇給だと単純に計算

をすれば１０年には給料だけで約１，０００万強ふえると思います。諸手当へのはね返り

を考えれば、給与総額で多分私の計算で間違っていなければ１，６００万以上になるので

はないかと計算されます。これから人口が減少し、患者数も減っていく可能性が高い中、

果たしてそれだけ町から税金を投入することができるのかとも思います。まして近隣町村

では、病院改革プランに基づき医師給与の削減も検討されている町村もございます。それ

ぞれの町村の実情に見合った医師給与の額を決めるべきと考えますが、その点もいかがで

しょうか。 
 それと、４番目ですが、私は答弁書の上段に書かれていることはわかっております。そ
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れは本当にこのとおりだと思っていますが、そこで診療所の医師を、先ほど来から職員に

対しての扱い方、委託、臨時、パートというようなこともありますけれども、私の考えと

して臨時として、臨時と言ったらあれだけれども、本来であれば嘱託職員として迎えて、

患者さんも病院で受診を受ければ病院内の経営収入も増とするのではなかろうかと思いま

す。最近は医師不足の中で身近にそういうようなお医者さんがいるということを考えて、

そういうような手法もあるのではなかろうかなと、私なりの考えで申させてもらいますが、

その点も再度お願いいたします。 
〇議長（石神忠信君） 町長。 
〇町長（野邑智雄君） ３点ほどまとめてお答えをさせていただきますけれども、まず医

師給与の改定の関係であります。星川議員もよくご承知のとおり、平成１３年から平成１

８年の６年間、三位一体改革によって本町の地方交付税も５億円の削減になりました。当

然町税収入が当時は１億７，０００万程度でありましたから、町税の３倍ほどの額が地方

交付税に減少がされたと。その結果平成１７年の５月から１８年の３月まで１５名の町民

の方々の知恵を出していただいて、中長期の行財政運営計画を策定してもらい、平成１８

年からそれに取り組んでまいりました。その結果、町民に多くの負担を求めなくても、ま

たはいろんな施策について多くの取りやめをしないで済んだ。そのかわり町民の言えばサ

ービスを担う町の職員、医師も含めて待遇の削減をさせてもらいました。その結果、平成

２０年度から一定の方向性が見えたと、私はそういうぐあいに理解をしております。その

間１６年の８月から採用をしました現院長もその待遇の削減に協力をしていただいて、そ

して４年８カ月間大変低い給与のもとで院長として重責を担っていただいたわけでありま

す。そういう意味では、財政の健全化に一歩明るさを見出したときに、私はやはり待遇を

改善して、これからも長く町の病院の院長として勤めていただきたいという考え方を持っ

ております。そういう意味では、ことしの４月から８万円を上げさせてもらい、今考えて

いるのは来年の４月から給与待遇を改善して、そして今まで低い給与で頑張っていただい

た分を少しでも取り戻せるような形をつくってあげたいなと、これが私の考え方でありま

す。そういう意味で、明日条例改正案を提案いたしますけれども、ぜひそういう面で協力

をしていただいて、現院長がもう少し頑張っていただける環境づくりにぜひご協力をいた

だきたい、こういうお願いを申し上げたいと思います。 
 また、最後の質問でありますけれども、私やはり病院の管理者である院長の考え方を尊

重すべきでありまして、先ほどは私の主観でお答えをいたしましたけれども、そういう話

もあるというお話を院長のほうに伝えて、院長がもしか一緒にやりたい、いや、私頑張り

たいと、それぞれの判断に基づいて対応をしてまいりたいと、こういうことでご理解をい

ただければと思います。 
〇議長（石神忠信君） 星川さん。 
〇５番（星川三喜男君） 町長の答弁も聞いて、確かに先ほど私も言いましたように院長

がこの４年８カ月並々ならぬ努力をしてきたのも事実私も目にしてわかっておりますし、
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その中にはスタッフ、病院が一体になって頑張られておられることはわかります。ただ、

さっき質問にもあれしたのですけれども、こういうような返還とかそういう給与等の引き

上げの検討について、こういう勤務年数というのですか、そこら辺を踏まえて検討すべき

でないのかなと申し上げたので、その点についてもう一回お願いします。 
〇議長（石神忠信君） 町長。 
〇町長（野邑智雄君） 私は、今回の医師の待遇だけでなく、将来にわたって中頓別町に

お医者さんがいなくならないように、そういう一つの考え方をベースに今回の給与条例の

案を考えたわけでありまして、決して現院長だけを視野に入れているわけではありません。

医師不足、医師不足というよりも無医村にできないという考え方をベースに、いろんな状

況を勘案して今回の条例提案を考えていますので、ぜひそういう面でご理解をいただけれ

ばなと思います。 
〇議長（石神忠信君） 星川さん。 
〇５番（星川三喜男君） わかりました。それでは、今まで４項目等並べて再質問させて

もらいましたけれども、これを私なりに４項目をまとめまして再々質問をさせてもらいた

いと思います。 
 私の今までの質問は、決して病院をなくせというような問題でもございませんし、院長

さんがいなくてもいいというような質問ではございません。院長さんの努力も買いつつも、

現にこの中頓別町の財政は早期健全化団体となり、町長は２２年度には脱却すると申して

おりますが、政権がかわり、今後交付税がどのような形で出されるかも不透明な中、町民、

それと町職員が財政再建の中にやっぱり一致団結して努力、そして協力するのではないか

なと思っております。その中、私は、院長とはいえ院長も町職員の一人です。あるいは、

一町民として協力すべき立場でもあるのではなかろうかと思っております。せめて早期健

全化団体を脱却した後に検討すべき課題ではないのかな。そのときには私も一議員として

今までのご苦労等々をたたえながら、やっぱりこういう医師給与に対しては前向きな考え

は持っております。ですから、もっともっとやっぱりこの今の早期健全化団体の中にいる

本町のことを考えて私は行動してもらいたいなと思っているところでございます。 
 それと、これは私なりの視点から考えたことなのですけれども、国保病院の収益が上が

れば国民健康保険事業会計の負担がますます可能性があることは承知しておりますが、そ

のことを前提に踏まえて質問します。先ほど来ちょっと…… 
〇議長（石神忠信君） 星川議員に申し上げますけれども、４問目になっておりますので、

完結にお願いします。 
〇５番（星川三喜男君） ４問目になっていますか。いや、それは、議長、先ほどのは答

弁漏れがありましたから私は聞いたつもりでございます。 
〇議長（石神忠信君） いや、それでも４問目になっております。 
〇５番（星川三喜男君） なっていますか。そうですか。はい。 
 それでは、これは質問と言っていいでしょうか、私の思いも託して町長に一言お願いし
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たいと思います。町長も考えておられると思いますが、福祉政策の拡大ということを私は

お話ししてみたいと思います。ということは、これはわずかでも受診率を引き上げる対策

等々も検討すべきでないかということもあわせて老人医療費と子供医療費の無料化でござ

います。圧倒的に老人医療費は高齢者率が高くなっておりますからともかくとしてですけ

れども、数の少ない子供の医療費の無料化に取り組む自治体がここ数年間あちこちに見ら

れております。その政策の基本は、子供の医療は親の財力にかかわらず、いつでもどこで

も安心して受けられるよう考えたことだと思っております。また、人口の流出に悩む本町

においてでも若い世代の定住策として子供の医療費の無料化、そのようなことも考えても

らえればなと思っておりますが、このようなことも町長は、最後でちょっとでもいいです

からもし、４問目なのですけれども、そういうことも考えておられるのならちょっとお願

いしたいと思います。 
〇議長（石神忠信君） 今の件につきましては通告外ですけれども、町長、答弁の用意が

ありましたらお願いします。 
 町長。 
〇町長（野邑智雄君） まず、前段の質問についてお答えをいたします。 
 中頓別町が今のような財政状況になったのは、言えば院長の来る前からの環境の問題が

一番大きいと思うのです。そういう面では、それを院長に負担をしてもらうという形がい

いのかどうなのか、私はそう思うのです。ただ、平成１８年６月に来られて、職員の給与

の削減については協力をしていただきました。本当にこれはオーバーに言うと清水の舞台

から飛びおりたような気持ちだと思うのです、院長としては。ただ、その財政状況がそう

いうためにそういうことになってしまったと。しかし、今一定の方向性が見えて、できる

だけ早くやはり院長については基準どおりの、または僻地に努める院長としての待遇に戻

してあげたい、こういう本当に今まで４年数カ月間協力していただいた恩に報えると、こ

ういうような考え方を持っているということでまずご理解をいただきたいと思いますし、

２点目の関係の福祉の関係でありますけれども、私も子供たちは本当に国の宝であります

し、また子育て、少子化問題としても一つの手だてとして医療費の無料化をやってあげた

いと、こういうぐあいに思っていますので、新年度に向けて検討中であると、こういうこ

とでご理解をいただければなと思います。 
〇議長（石神忠信君） 星川さん。 
〇５番（星川三喜男君） 失礼しました。４回も質問したとは私自身は思っておりません

でした。済みませんでした。 
 それでは、大きな項目２について触れたいと思います。町有資産の売り払いについてで

ございます。本町のホームページを見る限り、町有物件である空き家の売り払いは敏音知

小学校の職員住宅しか載っていませんでした。ここで大事なのです。小頓別地区の教員住

宅を初め、中頓別市街地の教員住宅など遊休資産の処分は進んでいるでしょうか。現在抱

えている遊休固定資産の現状とこれまでの処分実績と今後の活用計画を伺います。 
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〇議長（石神忠信君） 町長。 
〇町長（野邑智雄君） 町有資産の売り払いについて、産業建設課、中原参事に答弁をい

たさせます。 
〇議長（石神忠信君） 中原産業建設課参事。 
〇産業建設課参事（中原直樹君） ご答弁いたします。 
 現在の空き家住宅等は、中頓別地区で職員住宅１戸、教員住宅３戸、黄金湯、小頓別地

区教員住宅１０戸でございます。近年の空き家住宅等の処分実績につきましては、平成１

８年度が敏音知地区３戸、平成１９年度が中頓別地区７戸、平成２０年度が中頓別地区１

戸、職員住宅用敷地２件、平成２１年度が中頓別地区１戸でございます。今後につきまし

ては、中頓別地区の職員住宅は解体、教員住宅３戸については今後の活用を検討中でござ

います。黄金湯は、売却、または賃貸借を進めます。小頓別地区教員住宅につきましては、

新しい住宅は売却、または賃貸借を進め、老朽化した住宅については解体する方向で検討

しております。 
 なお、ホームページにつきましては、システムの変更の関係から更新できずにおりまし

たけれども、早急に更新するようにしてまいります。 
〇議長（石神忠信君） 星川さん。 
〇５番（星川三喜男君） それでは、再質問させてもらいます。 
 この問題は、だれに向けて売却価格等を設定しているかということなのです。私もこの

広報を見て、小頓別の教員住宅の価格も載っております。価格がちょっと言いますと３５

０万、３ＤＫ、これが平成６年に建てた物件でございます、この２戸。これは、ちょっと

私にすれば高過ぎるのでないのかなと。どういう目線でこういうような金額が提示されて

いるのか。そして、今ホームページにも載っていなかったということでだれに向けて本当

に、町民に言って、何で町民がこのような空き家だらけの地区に買う人がおられるのかと

いうような私も疑問点も持っております。こういうような価格等の設定についてちょっと

不思議なところもございます。そんな中、先ほど来から言っているように町民向けに売却

の値段を提示しているのか、それにあわせて固定資産評価額を基本にしたしゃくし定規で

物事を進めているのではないのかなと。要するにこの値段ですよね。だれに聞いても、小

頓別地区の方々、中頓別の市街地の方々に聞いてもこれはちょっと高過ぎるのではないか

というような声も聞いておりますし、現に私自身も中等々を見て、こういう値段では絶対

売れるような物件ではないだろうということをつくづく感じておりますし、それに対して

どのような反響があるのかまだ聞いておりませんが、一件も多分そういうところがないの

でなかろうかと思います。もう少しやっぱり住宅個々の状態や地域的な利便性、それと固

定資産税による税収も考慮をして、安く売却すべきではないのかなと思っております。売

却が進まなければ、やっぱり空き家にしておけば一年一年壊れていくのが目に見えており

ますので、まず安い価格で買ってもらうのが私の本当に売却するための値段ではないかと。

利用される方が空き家を考えますと、小頓別といえば僻地ですよね、確かに。その中でも
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やっぱり買う人が一人でもいればその地域としては潤うわけなのですけれども、そういう

ような値段設定をしてもらいたいと思います。 
 それと、今までの空き家、土地の処分利用は町有財産の処分として財政健全化計画に位

置づけられていると思いますが、町としてどのような方針で臨むのか、またこの中で土地

のことについてはまだ書かれておりませんが、あわせて土地もどのような処分をしている

のか伺いたいと思います。 
〇議長（石神忠信君） 中原産業建設課参事。 
〇産業建設課参事（中原直樹君） まず、売却額の関係でございますけれども、議員のほ

うからもお話ありましたとおり、基本的には固定資産税の償却残額に基づいて算定をして

おります。具体的に言えば取得価格、いわゆる建設費にそれぞれの構造に応じた耐用年数

の償却率を乗じて、そこから償却残額を出して、それを最低売却額ということで設定をし

ています、基本は。中頓別の市街地については、そのままそれを最低売却額として売りに

出しているということでございます。ただ、今回の小頓別地区の教員住宅につきましては、

古い住宅、昭和４９年代と昭和５０年代の住宅につきましては取得価格、建設費の５％ま

で落としています。もう一つ言えば、その償却残額についてでありますけれども、耐用年

数を超過した建物についてはゼロにはならなくて、取得価格の１０％残りますので、それ

らの１０％というのが本来なのですけれども、それを小頓別地区の場合は５％にしている

ということで、半額に設定をしたということでございます。また、平成６年度の住宅につ

きましては比較的新しい住宅でございますので、それについては償却残額の８０％に設定

をして最低売却価格としております。ちなみに、当たり前の償却残額でいくと四百四十数

万になるところを０．８掛けで３５０万にしたということで、中頓別市街地と比べてそう

いった形で安く設定をして、できるだけ購入をしやすくしていただけるかなということで

そういう設定をしておりますけれども、数回旬報やホームページでもお知らせをしました

けれども、売却に至りませんでしたので、７月の旬報だとかの段階から最低売却価格は維

持しつつも、売却価格についてはご相談に応じますということもあわせて掲載をしており

ます。ただ、ちょっと見づらかったかなという反省点はございますけれども、そういった

ことでできるだけ中頓別市街地と比べて安く設定をして、購入をしやすくしているという

こともご理解をしていただきたいというふうに思います。 
 あと、土地につきましては、先ほどの答弁の中では職員住宅の分しか答弁しませんでし

たけれども、住宅を売る場合については基本的には建物だけではなくて土地も一緒に売却

ということでしておりますけれども、両方とも条件とするとなかなか売却が進まないとい

うことも考えられますので、土地については賃貸でもいいよということであわせておりま

すので、その部分についてはそんなに売却までは至っていなくて賃貸借というのが多いと

いうことでございます。また、住宅の宅地以外についても遊休地であって、町民の方々か

らご相談があれば売却に向けて検討して、支障がないということであれば過去にも売却を

したという事例は数回ございます。 
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〇議長（石神忠信君） 星川さん。３回目ですから。 
〇５番（星川三喜男君） はい。議長からご指摘ありましたけれども、土地の件なのです

けれども、今までは賃貸で提供しているということを今中原参事のほうから説明ありまし

たけれども、ここにきて土地を無償提供しているところがあるのでなかろうかなと思って

おります。というのは、この間なのですけれども、議運の開催中委員の中からあそこにあ

る住宅はだれなのよと、だれが住むのよという話題から調べたところ定住促進のモデル事

業ということで、小頓別木材さんがオーナーでやっているということを町職員から聞かさ

れまして、そこで土地はどうなっているのよと。そうなれば職員のほうでは土地は無償提

供です。あり得るのかと、町有財産を無償で提供するということはどうなのよということ

が議運の委員の中で生まれまして、今後そういうことについて再度検証しなければならな

いということで議員さんのほうにもこれは情報を流しておりますが、これについて町長の

無償提供、地元で悪いのですけれども、小頓別木材さんというのはこの中頓別において木

材業、全道各地であちこち木材業が不況の中畳んでおる中、この私の地元の会社が意気

揚々と苦しいながらでも一生懸命頑張っているところなのですけれども、こういうような

町有財産をこういうような形で使わせていることに対して町長はどういうことを考えてい

るのか最後に聞かせてもらいたいと思います。 
〇議長（石神忠信君） 町長。 
〇町長（野邑智雄君） お答えをいたします。 
 まず、今町として一つの定住人口の増加を図りたいと、こういう考え方を持っておりま

して、３年前からおためし暮らし等々を進めております。そういう中で、国の制度として

こういうおためし暮らしをするような住宅を建設した場合に、その事業者に補助を出すと

いう制度があります。そういう制度を中頓別の建設会社等々にお示しをして、そしてそれ

に賛同してくれたのが小頓別木材さんであります。そういう意味で、私どもが言えば資金

の提供をしないで自力で住宅を建てて、若干の国からの補助金をもらって、そしてそれが

町の施策の一端を担ってもらえると、こういうような考え方をもとに町有地で必要な場所、

そうして将来的に利用を考えていないところがあれば無償貸し付けをしてもいいよと、こ

ういうようなお話をさせていただきました。それが現在住宅を建てているあの場所であり

まして、そのほかにもまだいい場所があったのでありますけれども、しかしながらそこに

ついてはいろんなイベント等で支障が出る可能性もあるということで現在の場所に決まっ

たわけでありまして、私はそういう町民の人たちがみずから自分の財力を使って建設をし

ながら、そして町の施策と合致をするような場合には町が利用予定をしていない用地であ

ればぜひお貸しをして、町のいろんな施策に協力をしてもらいたいと、こういう考え方を

持っておりまして、そういう意味合いで今回無償貸し付けをしたところでありまして、そ

ういう意味合いで議会のほうにもその旨報告をしていなかった部分については若干私ども

も情報提供不足でなかったかなと改めて思っております。そういうことを考えて無償貸し

付けしたと、こういうことでご理解をいただければなと思います。 
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〇議長（石神忠信君） 星川さん。 
〇５番（星川三喜男君） またこれ以上質問すると４回目になりますので、やめますけれ

ども、確かにもっともで、それであれば私も土地を無償提供するのであれば建物だって有

効に利用活用してもらえるのであれば無償提供すべきでないのかなと。その中で、小頓別

木材さんの会長と話ししたところ教員住宅の内装を改造して、町民よりかは都市部の人に

インターネット、要するに情報、いろんなものがありますので、そっちのほうに貸し付け

をしようということも現に私たち考えております。そうであれば、土地を無償提供もでき

るのであれば、そういった住宅等も有効活用できるのであれば、こういう田舎に来てくれ

るのを望むのであれば私は住宅も無償提供してもらえるのであればしてもらいたいと思っ

ております。 
 今までいろんなことを申し上げましたけれども、これは皆さん町民がやっぱり今後この

町を脱却していくための方策を考えている一つだと思っております。 
 以上です。 
〇議長（石神忠信君） これで星川さんの一般質問は終了いたしました。 
 以上で一般質問は全部終了いたしました。 
 ここで暫時休憩をいたします。 
 

休憩 午後 ２時１９分 
再開 午後 ２時２０分 

 
〇議長（石神忠信君） それでは、休憩前に戻り会議を続けます。 
 
    ◎散会の宣告 
〇議長（石神忠信君） これで本日の日程は全部終了をいたしました。 
 本日はこれで散会いたします。 
 説明員の皆さんにはサンデー議会にご協力いただきまして大変ありがとうございました。

きょうはどうもご苦労さまでした。 
（午後 ２時２０分） 
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